
譯

注

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
硏
究
會
︵
飯
田
祥
子
・
章

瀟
逸
・
角
谷
常
子
・
藤
本
航
輔
・
鷲
尾
祐
子
)

本
稿
は
︑
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
︵
以
下
︑
五
一
廣
場
簡
と
略
稱
す
る
︶
第
二

層
出
土
簡
に
對
す
る
譯
注
で
あ
る
︒
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
硏
究
會
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

︵
h
ttp
s://g
oitin
ok
ai.jim
d
ofree.com
/︶
上
で
發
表
し
て
き
た
﹁
長
沙
五
一
廣
場
東

漢
簡
牘
譯
注
稿
暫
定
版
﹂︵
七
︶︵
八
︶
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒

凡
例

一
︑
本
譯
注
は
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
の
簡
牘
整
理
序
號
︑︻
釋
文
︼︑︻
訓

讀
︼︑︻
現
代
語
譯
︼︑︻
注
︼︑︻
所
見
︼
か
ら
な
る
︒
た
だ
し
一
部
省
略
し
た

項
目
も
あ
る
︒

二
︑
簡
番
號
は
﹁
一
簡
︵①

:1︶
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
簡
牘
整
理
序
號
︵
原
始
出
土
編

號
︶
﹂
で
示
す
︒
原
始
出
土
編
號
は
︑
二
〇
一
〇
年
に
長
沙
︵
C
h
an
g
sh
a︶

五
一
廣
場
︵
W
u
y
i
G
u
an
g
ch
an
g
︶
の
一
號
窖
︵
Jiao︶
か
ら
出
土
し
た
こ
と

を
示
す
〝
2010C
W
J1〟
と
︑
窖
の
堆
積
層
を
示
す①

②
③

︑
整
理
過
程
で

振
ら
れ
た
算
用
數
字
か
ら
な
る
が
︑〝
2010C
W
J1〟
は
省
略
し
た
︒

三
︑︻
釋
文
︼
は
原
則
と
し
て
︑
長
沙
市
文
物
考
古
硏
究
所
・
淸
華
大
學
出
土
文

獻
硏
究
與
保
護
中
心
・
中
國
文
化
遺
產
硏
究
院
・
湖
南
大
學
嶽
麓
書
院
編

﹃
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
︵
壹
︶﹄
︵
中
西
書
局
︑
二
〇
一
八
年
︶﹁
釋
文
﹂
頁

所
載
の
釋
文
を
底
本
と
す
る
が
︑
圖
版
お
よ
び
圖
版
附
載
の
釋
文
に
よ
っ
て

一
部
修
正
を
加
え
て
い
る
︒
底
本
の
釋
字
を
改
め
た
場
合
は
︻
注
︼
に
記

す
︒
文
字
の
配
置
は
︑﹃
壹
﹄
圖
版
・
釋
文
に
基
づ
き
︑
で
き
る
だ
け
原
簡

の
字
配
り
を
反
映
さ
せ
て
い
る
︒
底
本
と
異
な
る
記
號
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
︒斜

體
：
別
筆
︒

︻

︼：
文
例
に
よ
り
釋
文
を
補
う
︒

〖

〗：
原
文
に
お
け
る
脱
文
を
補
う
︒

＝
：
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
で
改
行
が
生
じ
る
場
合
︑
簡
文
の
連
續
を
示

す
た
め
に
挾
む
︒

四
︑﹃
壹
﹄
に
圖
版
が
揭
載
さ
れ
て
い
な
い
簡
︑
お
よ
び
圖
版
が
揭
載
さ
れ
墨
跡

は
確
認
で
き
る
も
の
の
︑
釋
讀
不
能
の
簡
は
示
さ
な
い
︒

五
︑
簡
の
排
列
は
﹃
壹
﹄
に
從
う
︒
他
簡
と
の
綴
合
に
よ
り
排
列
を
變
更
す
る
場

合
は
︑
簡
番
號
の
若
い
も
の
に
從
い
︑︻
所
見
︼
で
注
記
す
る
︒

六
︑︻
注
︼︑︻
所
見
︼
で
五
一
廣
場
簡
を
引
用
す
る
際
は
﹁﹃
壹
﹄
一
﹂
の
よ
う

に
︑
原
則
的
に
﹁﹃
收
錄
書
略
稱
﹄
簡
牘
整
理
序
號
﹂
で
示
し
︑
原
始
出
土

編
號
は
省
略
す
る
︒
た
だ
し
︑﹁
簡
報
﹂
お
よ
び
﹃
選
釋
﹄
收
錄
簡
に
つ
い

て
は
原
始
出
土
編
號
を
倂
記
す
る
︒

七
︑
簡
の
大
き
さ
は
﹃
壹
﹄﹁
簡
牘
編
號
及
尺
寸
對
照
表
﹂
に
よ
る
が
︑﹃
叁
﹄

﹁
壹
・
貳
輯
簡
牘
編
號
及
尺
寸
更
新
表
﹂
に
お
い
て
訂
正
さ
れ
た
簡
は
そ
れ

に
よ
っ
て
い
る
︒
材
質
に
つ
い
て
は
﹃
壹
﹄
同
表
﹁
形
制
﹂
欄
に
基
づ
く

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
一
一
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が
︑﹁
竹
簡
﹂
と
あ
る
も
の
は
﹁
竹
質
﹂︑﹁
木
兩
行
﹂﹁
木
牘
﹂
お
よ
び
﹁
封

檢
﹂﹁
楬
﹂﹁
函
封
﹂
と
あ
る
も
の
は
﹁
木
質
﹂
と
表
記
す
る
︒

引
用
資
料

﹁
簡
報
﹂：
長
沙
市
文
物
考
古
硏
究
所
﹁
湖
南
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
發
掘
簡
報
﹂︵﹃
文
物
﹄

二
〇
一
三
-六
︶

﹃
選
釋
﹄：
長
沙
市
文
物
考
古
硏
究
所
等
編
﹃
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
選
釋
﹄︵
中
西
書
局
︑

二
〇
一
五
年
︶

﹃
壹
﹄﹃
貳
﹄﹃
叁
﹄﹃
肆
﹄﹃
伍
﹄﹃
陸
﹄﹃
柒
﹄﹃
捌
﹄：
長
沙
市
文
物
考
古
硏
究
所
等
編
﹃
長
沙

五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
︵
壹
︶︵
貳
︶︵
叁
︶︵
肆
︶︵
伍
︶︵
陸
︶︵
柒
︶︵
捌
︶﹄︵
中
西
書
局
︑

二
〇
一
八
・
二
〇
一
九
・
二
〇
二
〇
・
二
〇
二
三
年
︶

里
耶
秦
簡
：
陳
偉
主
編
﹃
里
耶
秦
簡
牘
校
釋
︵
第
一
卷
︶﹄︵
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二

年
︶

居
延
漢
簡
：
舊
簡
・
簡
牘
整
理
小
組
編
﹃
居
延
漢
簡
︵
叁
︶﹄︵
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究

所
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
新
簡
・
張
德
芳
主
編
﹃
居
延
新
簡
集
釋
︵
一
・
三
・
七
︶﹄︵
甘
肅

文
化
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︶

肩
水
金
關
漢
簡
：
甘
肅
簡
牘
保
護
硏
究
中
心
等
編
﹃
肩
水
金
關
漢
簡
︵
貳
︶﹄︵
中
西
書
局
︑
二

〇
一
二
年
︶

地
灣
漢
簡
：
甘
肅
簡
牘
博
物
館
等
編
﹃
地
灣
漢
簡
﹄︵
中
西
書
局
︑
二
〇
一
七
年
︶

走
馬
樓
呉
簡
竹
簡
：
長
沙
簡
牘
博
物
館
等
編
﹃
長
沙
走
馬
樓
三
國
呉
簡
・
竹
簡
︵
伍
︶﹄︵
文
物

出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
︶

引
用
文
獻

中
文

成

鵬

二
〇
二
三
﹁
五
一
廣
場
東
漢
簡
〝
簿
入
某
月
時
〟
解
﹂︵
簡
帛
網
二
〇
二
三
-
〇
七
-

〇
九
︶

宮
宅
潔

二
〇
一
八
﹁
關
於
里
耶
秦
簡⑧

755-759
簡
與⑧

1564
簡
的
編
聯
﹂︵
簡
帛
網
二
〇

一
八
-〇
三
-〇
四
︶

李
均
明

二
〇
一
九
﹁
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
所
見
職
務
犯
罪
探
究
﹂︵﹃
鄭
州
大
學
學
報

︵
哲
學
社
會
科
學
版
︶﹄
二
〇
一
九
-五
︶

凌
文
超

二
〇
二
〇
﹁
黃
蓋
治
縣
：
從
呉
簡
看
︽
呉
書
︾
中
的
縣
政
﹂︵﹃
中
央
硏
究
院
歷
史
語

言
硏
究
所
集
刊
﹄
九
一
-三
︶

王
可
卓

二
〇
二
一
﹁︽
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
︵
壹
︶︾
釋
文
校
訂
一
則
﹂︵
簡
帛
網
二
〇

二
一
-一
二
-一
五
︶

邢
義
田

二
〇
一
一
﹁︽
太
平
經
︾
對
善
惡
報
應
的
再
肯
定
︱
承
負
説
﹂
︵
一
九
九
二
年
初
出
︒

﹃
天
下
一
家
：
皇
帝
・
官
僚
與
社
會
﹄
中
華
書
局
︶

徐
世
虹

二
〇
一
八
﹁
秦
漢
〝
鞫
〟
文
書
譾
識
︱
以
湖
南
益
陽
兔
子
山
・
長
沙
五
一
廣
場
出
土

木
牘
爲
中
心
﹂︵﹃
簡
帛
﹄
一
七
︶

楊
小
亮

二
〇
二
二
﹃
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
册
書
復
原
硏
究
﹄︵
中
西
書
局
︶

楊
振
紅

二
〇
二
三
﹁
五
一
廣
場
簡
謝
豫
言
考
實
雷
旦
訴
書
佐
張
董
索
賄
案
假
期
書
補
論
︱
兼

論
〝
爰
書
〟﹂︵﹃
史
學
集
刊
﹄
二
〇
二
三
-
二
︶

嚴
耕
望

一
九
六
一
﹃
中
國
地
方
行
政
制
度
史

甲
部

秦
漢
地
方
行
政
制
度
﹄
︵
中
央
硏
究

院
歷
史
語
言
硏
究
所
︑
一
九
六
一
年
初
版
︑
一
九
九
〇
年
三
版
︶

周
海
鋒

二
〇
一
八
﹁︽
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
︻
壹
︼
︾
選
讀
﹂︵
簡
帛
網
二
〇
一
八
-
一
二

-二
六
︶

簡
帛
網
：
武
漢
大
學
簡
帛
硏
究
中
心
︵
h
ttp
://w
w
w
.b
sm
.org
.cn
/
︶

日
文

﹃
漢
簡
語
彙
﹄：
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
簡
牘
硏
究
班
編
﹃
漢
簡
語
彙
︱
中
國
古
代
木
簡
辭

典
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶

飯
田
祥
子

二
〇
二
二
﹁
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
の
上
行
文
書
に
關
す
る
基
礎
的
整
理
﹂︵﹃
漢
字

文
化
硏
究
﹄
一
二
︶

神
塚
淑
子

一
九
九
九
﹁
﹃
太
平
經
﹄
の
承
負
と
太
平
の
理
論
に
つ
い
て
﹂
︵
一
九
八
八
年
初

出
︒﹃
六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究
﹄
創
文
社
︶
︒

章

瀟
逸

二
〇
二
二
﹁
後
漢
中
期
官
文
書
簡
の
基
礎
的
硏
究
︱
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
を

中
心
に
︱
﹂︵
京
都
大
學
大
學
院
人
閒
・
環
境
學
硏
究
科
﹃
歷
史
文
化
社
會
論
講
座
紀
要
﹄

一
九
︶

章

瀟
逸

二
〇
二
三
﹁
漢
代
賊
捕
掾
考
﹂︵
京
都
大
學
大
學
院
人
閒
・
環
境
學
硏
究
科
﹃
歷

史
文
化
社
會
論
講
座
紀
要
﹄
二
〇
︶

鷹
取
祐
司

二
〇
二
一
﹁
長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
・
君
敎
文
書
新
考
﹂
︵
慶
北
大
學
校
人
文

ア
カ
デ
ミ
ー
﹃
東
西
人
文
﹄
一
五
︶

髙
村
武
幸

二
〇
一
五
﹁
中
國
古
代
簡
牘
の
分
類
に
つ
い
て
﹂
﹃
秦
漢
簡
牘
史
料
硏
究
﹄
︵
汲
古

書
院
︶

永
田
英
正

一
九
九
四
﹃
漢
代
石
刻
集
成
﹄︵
同
朋
舍
出
版
︶

譯
注

一
三
三
簡
︵②
:
3
0
︶
7.5
×
1.3cm

竹
質

一
一
二
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︻
釋
文
︼

左
賊
史
(１
)□
寶
(２
)□
□
〼

︻
注
︼

(１
)
左
賊
史
：
左
賊
曹
の
史
︒﹁
賊
曹
﹂
は
︑
中
央
の
公
府
や
縣
廷
に
お
か
れ
た

諸
曹
の
一
つ
で
︑
盜
賊
關
係
を
擔
當
し
た
︒
七
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(２
)□
・
寶
：
二
文
字
と
も
に
人
名
か
︒
官
職
の
わ
か
る
﹁
寶
﹂
は
︑
史
の
陳
寶

︵﹃
叁
﹄
九
八
四
︶
︑
賊
捕
掾
の
張
寶
︵﹃
伍
﹄
三
四
七
六
＋
三
五
二
七
＋
一
八
五
〇

＋
一
八
七
一
︶
︑
理
訟
史
の
寶
︵﹃
選
釋
﹄
四
七
︵③

:325-5-21︶︑﹃
選
釋
﹄
四
九

︵③

:325-4-43︶︶
︑
左
部
游
徼
の
寶
︵﹃
柒
﹄
二
六
五
〇
︶
︑
嗇
夫
の
劉
寶

︵﹃
柒
﹄
二
九
二
四
︶
が
あ
る
︒
ま
た
﹃
壹
﹄
二
九
八
＋
二
九
九
は
﹁
實
・
遷
・

寶
・
鮪
﹂
の
連
名
で
あ
る
が
︑﹁
左
賊
史
﹂
の
﹁
遷
﹂
は
﹃
壹
﹄
四
二
七
等

に
み
え
る
︒

︻
所
見
︼

上
端
は
完
形
で
あ
る
︒
冒
頭
が
﹁
左
賊
史
某
﹂
か
ら
は
じ
ま
る
竹
簡
に
は
︑

﹁
左
賊
史
脩
白
︒
中
部
督
郵
掾
留
事
召
北
部
賊
捕
掾
黃
礱
・
游
﹂
︵﹃
貳
﹄
七
三
七
︶
︑

﹁
左
賊
史
昭
・
助
史
穆
白
︒
左
尉
書
言
追
傷
人
者
□
眞
未
能
得
︑
小
武
亭
部
羅
﹂

︵﹃
肆
﹄
一
二
九
八
︶
等
が
あ
る
︒
曹
史
に
よ
る
白
文
書
に
つ
い
て
は
︑﹇
鷹
取
二
〇

二
一
﹈
參
照
︒
本
簡
も
人
名
の
後
に
﹁
白
﹂
が
續
く
可
能
性
が
あ
る
︒

一
三
四
簡
︵②

:
3
1
︶
16.9
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

□
□
□
也
⁝
⁝
〼

之
□
廿
一
□
今
⁝
⁝
〼

Ｂ
面
：

□
□
□
〼

︻
所
見
︼

『壹
﹄
釋
文
頁
の
按
語
は
︑
燒
痕
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
木
牘
で
あ
る
こ

と
と
︑
筆
跡
が
草
卒
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
公
文
書
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

一
三
七
簡
︵②

:
3
4
︶
23.0
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

□
武
陵
酉
陽
(１
)起
(２
)江
夏

安
陸
(３
)都
鄕
平
里
父
母
前

皆
物
故

＝
＝
(４
)齋
(５
)與
妻
起
勳
(６
)

□
宛
等
俱
居
(７
)其
縣
都

亭
部
(８
)與
□
人
︵
？
︶
等
相
比

近
(９
)各

＝
＝
以
販
魚
䰼
(

)行
(

)

10

11

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
□
︑
武
陵
酉
陽
︒
起
︑
江
夏
安
陸
都
鄕
平
里
︒
父
母
前
に
皆
物
故
す
︒
齋
は

妻
の
起
・
勳
・
□
・
宛
等
と
居
を
其
の
縣
の
都
亭
部
に
俱
に
し
︑
□
人
︵
？
︶
等

と
相
い
比
近
し
︑
各
魚
䰼
を
販
る
を
以
て
︑
行
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
□
は
武
陵
郡
酉
陽
縣
で
す
︒
起
は
江
夏
郡
安
陸
縣
都
鄕
平
里
で
す
︒
父
母
は

以
前
に
み
な
死
去
し
て
い
ま
す
︒
齋
は
妻
の
起
・
勳
・
□
・
宛
等
と
住
居
を
自
分

の
縣
の
都
亭
部
で
と
も
に
し
︑
□
人
︵
？
︶
等
と
た
が
い
に
と
な
り
あ
い
︑
そ
れ

ぞ
れ
魚
䰼
を
販
賣
す
る
こ
と
を
︑
行
は
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)武
陵
酉
陽
：
武
陵
郡
酉
陽
縣
︒﹁
武
陵
郡
︒
︵
略
︶
酉
陽
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志

四
・
荊
州
︶
︒

(２
)起
：
人
名
︒﹁
年
正
月
不
處
日
︑
起
□
人
⁝
⁝
得
卅
五
﹂
︵﹃
壹
﹄
一
四
〇
︶
︒

(３
)江
夏
安
陸
：
江
夏
郡
安
陸
縣
︒﹁
江
夏
郡
︒
︵
略
︶
安
陸
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志

四
・
荊
州
︶
︒

(４
)物
故
：
人
の
死
︒
九
七
簡
︻
注
︼
(

)參
照
︒

10

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
一
三
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(５
)
齋
：
人
名
︒﹁
齋
辤
皆
曰
﹂
︵﹃
壹
﹄
一
四
一
︶
︑﹁
□
助
齋
︑
賣
二
日
﹂
︵﹃
壹
﹄

一
四
三
︶
︒

(６
)
勳
：
人
名
︒﹁
左
部
賊
捕
掾
崇
等
言
︒
考
實
男
子
周
勳
不
調
︵
？
︶
賣
䰼
□

出
書
﹂
︵﹃
壹
﹄
一
三
八
︶
︒

(７
)
俱
居
：
住
居
を
と
も
に
す
る
︒﹁
同
居
﹂
に
同
じ
か
︒
九
三
簡
︻
注
︼
(４
)

參
照
︒

(８
)其
縣
都
亭
部
：
主
語
で
あ
る
﹁
齋
﹂
の
所
屬
す
る
縣
の
都
亭
部
︒
縣
名
や
修

飾
語
の
つ
か
な
い
﹁
縣
﹂
は
︑
發
信
者
の
所
屬
す
る
縣
を
指
す
︒
八
一
簡

︻
注
︼
(６
)參
照
︒
よ
っ
て
︑﹁
其
﹂
で
修
飾
さ
れ
て
い
る
本
記
述
は
︑
發
信

者
の
所
屬
す
る
縣
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
︒﹁
亭
部
﹂
は
︑
亭
が
管
轄

す
る
範
圍
︒
四
簡
︻
注
︼
(

)參
照
︒

10

(９
)比
近
：
と
な
り
あ
う
︒
八
九
簡
︻
注
︼
(６
)參
照
︒

(

)
魚
䰼
：
な
れ
ず
し
︒﹁
鮺
︑
臧
魚
也
︵
段
玉
裁
注
︒
釋
名
曰
︑
鮓
︑
菹
也
︒
以
鹽

10

米
釀
魚
爲
菹
︒
孰
而
食
之
也
︒
按
古
作
鮺
之
法
︑
令
魚
不
朽
壞
︵
略
︶︶
︒
南
方
謂

之
䰼
︑
北
方
謂
之
鮺
︒
一
曰
大
魚
爲
鮺
︑
小
魚
爲
䰼
﹂
︵﹃
説
文
解
字
注
﹄
魚

部
︶
︒

(

)行
：
人
名
の
よ
う
で
あ
る
︒
生
業
を
説
明
す
る
﹁
以
○
○
﹂
に
は
﹁
爲
事
﹂

11

が
續
く
︒
九
〇
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒
複
數
の
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
生
業
を
説

明
す
る
場
合
︑
途
中
に
人
名
が
入
る
例
が
あ
る
︒
一
〇
〇
＋
一
〇
一
＋
一
〇

二
簡
︻
注
︼
(４
)參
照
︒
そ
の
場
合
︑
先
立
つ
簡
に
お
い
て
﹁
行
﹂
の
所
屬

等
を
説
明
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︻
所
見
︼

固
有
名
詞
の
﹁
起
﹂﹁
齋
﹂﹁
勳
﹂
が
共
通
す
る
た
め
︑﹃
壹
﹄
一
三
八
︑﹃
壹
﹄

一
四
〇
︑﹃
壹
﹄
一
四
一
︑﹃
壹
﹄
一
四
三
は
關
聯
す
る
︒
一
三
七
簡
か
ら
一
四
三

簡
ま
で
が
同
一
の
册
書
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
表
面
の
狀
態
が
惡
く
︑
筆
跡

の
異
同
は
判
斷
で
き
な
い
︒

個
人
の
身
元
を
説
明
す
る
定
型
的
表
現
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
︒
八
九
簡

︻
所
見
︼
參
照
︒

一
三
八
簡
︵②

:
3
5
︶
22.8
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

左
部
賊
捕
掾
崇
(１
)等
言
考
實
(２
)男

得
平
(５
)

子
周
勳
不
調
︵
？
︶
賣
䰼
(３
)□
出
(４
)書

︻
訓
讀
︼

左
部
賊
捕
掾
の
崇
等
︑
言
う
︒
男
子
の
周
勳
の
賣
り
し
䰼
を
調
せ
ず
□
出
す
る
を

考
實
す
る
の
書
︒

得
平

︻
現
代
語
譯
︼

左
部
賊
捕
掾
の
崇
等
が
報
告
す
る
︒
男
子
の
周
勳
が
賣
っ
た
䰼
を
調
せ
ず
□
出
し

た
こ
と
を
調
査
し
た
件
の
文
書
︒
得
平

︻
注
︼

(１
)
左
部
賊
捕
掾
崇
：﹁
左
部
賊
捕
掾
殷
崇
﹂
︵﹃
壹
﹄
一
四
一
︶
の
こ
と
︒﹁
賊
捕

掾
﹂
は
︑
賊
を
捕
ら
え
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
屬
吏
︒
一
二
七
簡
︻
注
︼

(１
)參
照
︒

(２
)考
實
：
調
査
す
る
︒
一
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

(３
)
䰼
：﹁
魚
䰼
﹂
の
こ
と
︒
な
れ
ず
し
︒
一
三
七
簡
︻
注
︼
(

)參
照
︒

10

(４
)
□
出
：﹁
□
﹂
に
は
玉
偏
が
み
え
る
︒﹁
□
出
﹂
で
一
語
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
理

出
﹂
と
い
う
語
が
あ
る
︒﹁
太
后
比
三
日
幸
洛
陽
︑
錄
囚
徒
︑
理
出
死
罪
三

十
六
人
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
皇
后
紀
上
・
和
熹
鄧
皇
后
︶
︑
﹁
世
・
定
・
昌
・
匡
︑
無

他
姦
詐
︑
請
理
出
付
部
主
者
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
四
〇
︶
︒
罪
人
を
調
べ
た
上
で
獄
か

ら
出
す
︑
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
︑
﹁
□
出
﹂
を
﹁
理
出
﹂
と

し
︑
賊
捕
掾
崇
ら
が
周
勳
を
﹁
理
出
﹂
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
︑

﹃
壹
﹄
五
四
〇
の
よ
う
に
﹁
請
﹂
字
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
︒
ひ
と
ま
ず
﹁
□

一
一
四
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出
﹂
の
ま
ま
で
解
釋
し
て
お
く
︒

(５
)
得
平
：
未
詳
︒﹁
得
﹂
の
字
形
は
釋
讀
し
が
た
い
が
︑
整
理
者
が
按
語
で
指

摘
す
る
よ
う
に
本
文
と
は
別
筆
で
あ
る
︒﹃
壹
﹄
三
九
二
に
も
み
え
︑
別
筆

で
簡
の
中
央
に
大
き
く
書
か
れ
る
こ
と
が
共
通
す
る
︒﹇
徐
世
虹
二
〇
一
八
﹈

は
﹃
壹
﹄
三
九
二
の
﹁
得
平
﹂
に
つ
い
て
︑
あ
と
で
追
加
し
て
書
か
れ
た
評

價
の
語
で
あ
り
︑﹁
平
﹂
は
官
吏
の
能
力
・
素
質
を
い
う
﹁
平
端
﹂
で
︑
案

件
の
事
實
認
定
等
に
お
い
て
違
法
行
爲
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
︒
一

方
で
︑
五
一
廣
場
簡
に
は
﹁
不
得
平
理
﹂
︵﹃
陸
﹄
二
一
八
九
︶
と
い
う
表
現

が
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
得
平
理
﹂
の
可
能
性
も
あ
る
︒﹁
平
理
﹂
は
公
平
に
裁

く
︒
冤
罪
を
解
消
す
る
︒﹁
新
市
人
王
匡
・
王
鳳
爲
平
理
諍
訟
︑
遂
推
爲
渠

帥
︑
眾
數
百
人
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
劉
玄
列
傳
︶
︑﹁
諸
州
常
以
八
月
巡
行
所
部
郡

國
︑
錄
囚
徒
︵
劉
昭
注
︒
胡
廣
曰
︑
縣
邑
囚
徒
︑
皆
閱
錄
視
︑
參
考
辭
狀
︑
實
其

眞
僞
︒
有
侵
冤
者
︑
卽
時
平
理
也
︶
︑
考
殿
最
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
五
・
州

郡
︶
︒

︻
所
見
︼

標
題
簡
︒
一
六
簡
︻
所
見
︼
參
照
︒

一
行
目
の
﹁
男
﹂
字
が
や
や
右
に
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
二
行
目
の
書
き
出

し
位
置
が
下
が
り
氣
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
あ
る
い
は
﹁
男
子
﹂
は
後
か
ら
書
き

入
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
後
か
ら
書
き
入
れ
る
よ
う
な
内
容
で
な
い
の

が
不
審
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
考
﹂﹁
賣
魿
□
出
書
﹂
も
右
に
寄
る
か
︒

一
三
九
簡
︵②

:
3
6
︶
23.1
×
3.2cm

木
質

︻
釋
文
︼

□
⁝
⁝
□廿
(１
)⁝
⁝
言
⁝
⁝

狀
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)□廿
：
整
理
者
は
釋
讀
し
て
い
な
い
︒
圖
版
に
よ
り
補
っ
た
︒

一
四
〇
簡
︵②

:
3
7
︶
22.9
×
3.2cm

木
質

︻
釋
文
︼

⁝
⁝
年
正
月

不
處
(１
)日
起
□
人
⁝
⁝
得
卅
五
額
(２
)

□
⁝
⁝
不
處
日
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
不
處
：﹁
不
明
﹂﹁
不
詳
﹂﹁
某
﹂
の
意
味
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(７
)

參
照
︒

(２
)
額
：
人
名
︒﹁
我
賣
︒
丐
卿
︑
與
額
︒︵
略
︶
額
證
﹂︵﹃
壹
﹄
一
四
三
︶︒

一
四
一
簡
︵②

:
3
8
︶
22.9
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

⁝
⁝
死
罪
敢
言
之
(１
)

⁝
⁝
考
問
(２
)

⁝
⁝
齋
辤
(３
)皆
曰

Ｂ
面
：

左
部
賊
捕
掾
殷
崇
(４
)名
□印

七
月

日

郵
人

以
來
(５
)

史

白
開

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
死
罪
し
て
敢
え
て
之
を
言
う
︒
⁝
⁝
を
考
問
し
︑
⁝
⁝
齋
を
⁝
⁝
辤
に
皆
曰

く
⁝
⁝
︵
Ａ
面
︶

左
部
賊
捕
掾
の
殷
崇
の
名
印
︒
七
月

日

郵
人

以
て
來
る
︒
史

白
し
て
開

く
︒︵
Ｂ
面
︶

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
死
罪
し
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
⁝
⁝
を
考
問
し
︑
齋
を
⁝
⁝
し
ま
し
た
︒
供
述

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
一
五
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に
皆
言
う
に
は
⁝
⁝
︵
Ａ
面
︶

左
部
賊
捕
掾
の
殷
崇
の
名
印
︒
七
月

日
︑
郵
人
の

が
持
參
し
た
︒
史
の

が

申
し
上
げ
て
開
封
し
た
︒︵
Ｂ
面
︶

︻
注
︼

(１
)
死
罪
敢
言
之
：
上
行
文
書
の
發
信
︑
お
よ
び
書
き
止
め
に
用
い
ら
れ
る
文

言
︒
一
簡
︻
注
︼
(９
)參
照
︒

(２
)考
問
：
調
べ
問
い
た
だ
す
︒
訊
問
す
る
︒
六
五
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(３
)
辤
：
供
述
︒
一
簡
︻
注
︼
(４
)參
照
︒

(４
)左
部
賊
捕
掾
殷
崇
：
人
名
︒
一
三
八
簡
の
﹁
左
部
賊
捕
掾
崇
﹂
と
同
一
人
物

で
あ
ろ
う
︒

(５
)
郵
人

以
來
：﹁
郵
人
﹂
と
﹁
以
來
﹂
の
閒
に
︑
二
字
分
程
度
の
空
格
を

設
け
る
︒﹁
史

白
開
﹂
の
例
に
よ
れ
ば
︵
八
八
簡
︻
注
︼
(

)
參
照
︶
︑
郵
人

10

︵
八
八
簡
︻
注
︼
(９
)
參
照
︶
の
名
を
記
入
す
る
た
め
の
空
欄
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
他
の
上
行
文
書
册
書
冒
頭
簡
背
面
で
は
空
格
を
設
け
ず

に
︑﹁
郵
人
以
來
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
八
八
簡
參
照
︒

︻
所
見
︼

背
面
の
記
載
に
よ
り
︑
上
行
文
書
册
書
の
冒
頭
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
八

八
簡
參
照
︒

｢考
問
﹂
と
﹁
齋
﹂
の
閒
は
︑
圖
版
上
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
︑
一

〇
文
字
以
上
入
る
︒﹁
考
問
﹂
對
象
者
の
人
名
が
續
く
可
能
性
が
あ
る
一
方
︑
供

述
内
容
を
記
す
場
合
に
︑
對
象
者
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
に
關
わ
る
動
詞
が
區
別
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
︒﹁
豫
叩
頭
死
罪
死
罪
︒
奉
得
書
︑
輒
考
問
董
及
普
︑
卽
訊
旦
︑

辤
皆
曰
︑
縣
民
鄕
吏
里
年
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
三
八
︶
︒﹇
楊
振
紅
二
〇
二
三
﹈
參
照
︒

﹁
齋
﹂
は
﹁
考
問
﹂
以
外
の
動
詞
で
記
述
さ
れ
る
取
り
調
べ
を
受
け
︑﹁
考
問
﹂
對

象
者
と
區
別
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
﹁
⁝
⁝
を
考
問
し
︑
齋
を

⁝
⁝
﹂
と
し
た
︒

一
四
二
簡
︵②

:
3
9
︶
23.4
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

君
□敎
□諾

︻
訓
讀
︼

君
敎
︒
諾
す
︒

︻
現
代
語
譯
︼

君
敎
︒
承
諾
し
た
︒

︻
所
見
︼

｢君
﹂
の
み
︑
か
す
か
に
み
え
る
︒
墨
跡
の
位
置
と
﹁
君
﹂
よ
り
︑﹁
君
敎
兩
行

簡
﹂
と
判
斷
し
得
る
︒
一
七
簡
參
照
︒

一
四
三
簡
︵②

:
4
0
︶
23.1
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

我
賣
丐
(１
)卿
(２
)與
額
勳
可
(３
)

□
助
齋
賣
二
日
(４
)得
空
額

⁝
⁝

額
證
(５
)唯

︻
訓
讀
︼

﹁
⁝
⁝
我
賣
ら
ん
︒
卿
に
丐
︵
こ
︶
う
︑
額
に
與
え
よ
﹂
と
︒
勳
︑
可
と
す
︒
□
︑

齋
を
助
け
︑
賣
る
こ
と
二
日
︑
得
空
額
⁝
⁝
額
證
す
︒
唯
だ
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

﹁
⁝
⁝
私
は
賣
ろ
う
と
思
う
︒
卿
に
は
額
に
與
え
る
よ
う
た
の
む
﹂
と
︒
勳
は
よ

い
と
し
ま
し
た
︒
□
は
齋
を
助
け
︑
賣
る
こ
と
二
日
で
︑
得
空
額
⁝
⁝
額
が
證
言

し
ま
し
た
︒
⁝
⁝
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
丐
：
た
の
む
︒﹁
丐
︑
乞
也
﹂
︵﹃
文
選
﹄
劉
孝
標
﹁
廣
絶
交
論
﹂・
李
周
翰
注
︶
︒

﹁
爲
良
民
︑
財
物
付
苟
瑟
︑
丐
瑟
錢
十
萬
︑
謝
胡
松
十
萬
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
二
二
︶
︒

(２
)
卿
：﹁
人
に
對
す
る
尊
稱
︒
官
職
名
や
姓
の
後
に
付
け
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒

一
一
六
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五
一
廣
場
簡
で
は
︑
二
人
稱
代
名
詞
と
し
て
呼
び
か
け
に
用
い
ら
れ
る
︒

﹁
卿
與
我
易
︑
持
卿
隻
矛
︒
戸
可
︑
卽
以
矛
與
萇
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
〇
九
︶
︒

(３
)
可
：﹁
許
す
︒
よ
ろ
し
い
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
五
一
廣
場
簡
で
は
︑
會
話
や
そ

れ
に
基
づ
く
文
章
の
な
か
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
︒﹁
脩
・
种
・
眞
等
曰
︑

持
少
禮
賀
新
婦
入
寺
舍
也
︒
宏
曰
︑
可
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
〇
一
︶
︑﹁
汝
曹
護
我
︒

胡
・
馮
・
亥
・
建
︑
可
﹂
︵﹃
壹
﹄
二
五
七
︶
︒

(４
)
二
日
：
二
日
閒
と
し
て
解
し
た
︒
日
附
と
し
て
の
某
月
某
日
な
ら
ば
︑﹁
其

二
日
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
一
四
︶
︑﹁
今
月
十
二
日
﹂
︵﹃
叁
﹄
一
一
〇
二
︶
と
い
う
よ
う

に
︑
い
つ
の
二
日
な
の
か
を
記
す
が
︑
そ
れ
が
こ
こ
で
は
み
ら
れ
な
い
た
め

で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
賣
二
日
﹂
か
︑﹁
二
日
得
﹂
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

(５
)證
：
證
言
︒
證
言
す
る
︒
證
人
︒
三
簡
︻
注
︼
(４
)︑
九
七
簡
︻
注
︼
(１
)

參
照
︒

︻
所
見
︼

｢唯
﹂
字
の
下
は
空
白
を
の
こ
し
て
い
る
︒
次
行
の
行
頭
は
﹁
廷
﹂
で
︑﹁
廷
﹂

を
平
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
唯
＋
上
級
機
關
﹂
は
︑
上
級
機
關
に
宛
て
た
文
書

の
末
尾
近
く
に
よ
く
み
え
る
︒
四
〇
簡
︻
注
︼
(１
)・︻
所
見
︼︑
一
二
三
簡
︻
所

見
︼
參
照
︒
一
三
七
簡
以
降
の
一
連
の
關
聯
簡
が
同
一
册
書
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑

こ
の
簡
は
左
部
賊
捕
掾
の
殷
崇
が
調
査
結
果
に
つ
い
て
廷
に
報
告
し
た
文
書
の
︑

末
尾
に
近
い
部
分
で
あ
る
︒

一
四
四
簡
︵②

:
4
1
︶
23.0
×
3.3cm

木
質

︻
釋
文
︼

以
販
禾
爲
事
(１
)戴
(２
)⁝
⁝

本
□
□
相
識
知
(３
)今
︵
？
︶
□

不
處
(４
)日
⁝
⁝

⁝
⁝
寧
可
助

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
販
禾
を
以
て
事
と
爲
す
︒
戴
⁝
⁝
本
□
□
と
相
い
識
知
す
︒
今
︵
？
︶
□
不

處
日
⁝
⁝
寧
ろ
助
く
可
し
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
穀
物
の
販
賣
を
生
業
と
し
ま
す
︒
戴
⁝
⁝
本
□
□
と
は
た
が
い
に
知
っ
て
い

ま
す
︒
今
︵
？
︶
□
某
日
に
⁝
⁝
助
け
た
ほ
う
が
よ
い
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
以
販
禾
爲
事
：
穀
物
販
賣
を
生
業
と
す
る
︒
﹁
以
～
爲
事
﹂
は
︑
～
を
生
業

と
し
て
從
事
す
る
︒
九
〇
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

(２
)戴
：
前
後
の
文
言
か
ら
身
元
情
報
に
關
わ
る
固
有
名
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒﹁
販
禾
﹂
以
外
の
生
業
を
も
つ
關
係
者
の
名
か
︑
あ
る
い
は
某
人
の
居

住
地
名
で
は
な
い
か
︒
地
名
に
﹁
戴
鄕
﹂
︵﹃
陸
﹄
三
二
〇
＋
二
一
八
四
︶
が
あ

る
︒

(３
)
相
識
知
：
た
が
い
に
知
る
︒
知
り
合
い
で
あ
る
こ
と
︒
﹁
辤
皆
曰
︑
縣
民
︑

各
有
盧
舍
寶
亭
部
︑
皆
比
近
相
識
知
︑
以
田
作
︑
念
績
紡
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
三

九
︶
︒
傳
世
文
獻
に
も
︑
鄕
里
の
﹁
識
知
者
﹂
に
訊
ね
た
例
が
み
ら
れ
る
︒

﹁
廷
尉
逮
召
鄕
里
識
知
者
張
宗
祿
等
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
雋
不
疑
傳
︶
︑
﹁
既
得
王
媼
︑

令
太
中
大
夫
任
宣
與
丞
相
御
史
屬
雜
考
問
鄕
里
識
知
者
︑
皆
曰
王
嫗
﹂
︵﹃
漢

書
﹄
外
戚
傳
上
・
史
皇
孫
王
夫
人
︶
︒﹁
知
習
﹂
の
類
語
で
あ
ろ
う
︒
九
〇
簡

︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(４
)
不
處
：﹁
不
明
﹂﹁
不
詳
﹂﹁
某
﹂
の
意
味
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(７
)

參
照
︒

︻
所
見
︼

完
形
の
木
兩
行
簡
で
あ
る
が
︑
摩
耗
が
激
し
く
︑
ほ
と
ん
ど
判
讀
で
き
な
い
︒

﹁
以
販
禾
爲
事
﹂﹁
相
識
知
﹂
の
文
言
か
ら
︑
供
述
を
記
錄
し
た
文
書
の
一
部
で
︑

人
物
の
身
元
を
述
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
八
九
簡
︻
所
見
︼
・
九
〇
簡
參
照
︒

一
四
八
簡
︵②

:
5
1
︶
24.7
×
6.0cm

木
質

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
一
七
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︻
釋
文
︼

書

一

封

潙
鄕
嗇
夫
呉
對
︵
？
︶
(１
)叩
頭
死
罪
(２
)言
事

詣

如

署
(３
)

永
初
五
年
八
月
十
六
日
壬
辰
起
鄕

︻
訓
讀
︼

書
一
封
︒

潙
鄕
嗇
夫
の
吳
對
︑
叩
頭
死
罪
し
て
事
を
言
う
︒

詣
す
こ
と
署
の
如
く
せ
よ
︒

永
初
五
年
八
月
十
六
日
壬
辰
︑
鄕
よ
り
起
つ
︒

︻
現
代
語
譯
︼

書
一
封
︒

潙
鄕
嗇
夫
の
呉
對
が
︑
叩
頭
死
罪
し
て
申
し
上
げ
ま
す
︒

記
載
の
と
お
り
屆
け
て
く
だ
さ
い
︒

永
初
五
年
︵
安
帝
︑
一
一
一
年
︶
八
月
十
六
日
壬
辰
に
鄕
よ
り
發
信
︒

︻
注
︼

(１
)
潙
鄕
嗇
夫
吳
對
：﹁
潙
鄕
﹂
は
︑
臨
湘
縣
所
屬
の
鄕
名
︒
二
八
簡
︻
注
︼

(１
)參
照
︒
一
五
六
簡
に
も
み
え
る
︒﹁
鄕
嗇
夫
﹂
は
︑﹁
官
職
名
︒
鄕
に
配

置
さ
れ
た
少
吏
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
五
一
廣
場
簡
に
お
い
て
呉
姓
の
人
物
は
︑

﹁
呉
賜
﹂
︵﹃
壹
﹄
八
九
︶
︑﹁
呉
輔
﹂
︵﹃
壹
﹄
二
三
〇
︶
等
少
な
く
な
い
が
︑﹁
呉

對
﹂
は
他
に
は
未
確
認
︒
鄕
嗇
夫
が
發
信
し
た
文
書
に
は
︑﹁
長
賴
鄕
嗇
夫

彭
競
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
三
七
＋
七
八
六
︶
︑﹁
臨
潙
鄕
嗇
夫
范
﹂
︵﹃
選
釋
﹄
二
八
︵③

:

315︶︶
が
あ
る
︒

(２
)
叩
頭
死
罪
：
書
簡
や
上
行
文
書
で
用
い
ら
れ
る
謙
讓
表
現
︒
一
簡
︻
注
︼

(９
)參
照
︒

(３
)詣
如
署
：
封
檢
記
載
の
と
お
り
に
屆
け
よ
︒
九
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

︻
所
見
︼

發
送
文
書
に
添
附
さ
れ
る
簡
︒
九
簡
參
照
︒

一
五
二
簡
︵②

:
5
3
-
2
︶
21.3
×
6.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

Z
過
所
(１
)

Z

︻
注
︼

(１
)過
所
：﹁
經
由
地
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
所
﹂
に
懸
針
が
つ
い
て
い
る
︒

一
五
三
簡
︵②

:
5
4
-
1
︶
15.6
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

⁝
⁝
部
督
郵
(１
)⁝
⁝

⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
部
督
郵
：
某
部
の
督
郵
書
掾
で
あ
ろ
う
︒﹁
督
郵
書
掾
﹂
は
︑
郡
が
縣
を
監

督
す
る
た
め
に
設
置
し
た
官
職
︒
一
一
四
＋
一
〇
五
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

一
五
四
簡
︵②

:
5
4
-
2
︶
21.7
×
7.8cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
□
□
年
十
二
月
甲
⁝
⁝
敢
言
之
(１
)
〼

〼
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
〼

︻
注
︼

(１
)敢
言
之
：
文
書
に
お
い
て
︑
主
と
し
て
上
級
機
關
に
報
告
す
る
場
合
に
謙
讓

一
一
八
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の
意
を
示
す
常
套
句
︒
一
簡
︻
注
︼
(９
)參
照
︒

︻
所
見
︼

上
下
が
殘
斷
し
て
お
り
︑
本
來
の
長
さ
は
不
明
で
あ
る
︒﹃
壹
﹄
釋
文
頁
の
按

語
は
︑﹁
字
迹
が
は
っ
き
り
せ
ず
︑
行
數
を
確
定
で
き
な
い
﹂
と
す
る
︒

｢敢
言
之
﹂
の
上
行
文
書
で
あ
る
︒
五
一
廣
場
簡
で
は
︑﹁
敢
言
之
﹂
文
書
の
多

く
は
木
兩
行
簡
・
竹
簡
を
使
用
し
︑
編
綴
し
て
册
書
を
構
成
す
る
︒
木
牘
を
使
用

し
た
﹁
敢
言
之
﹂
文
書
は
︑﹃
壹
﹄
四
︑﹃
壹
﹄
三
一
五
︑﹃
叁
﹄
一
一
四
〇
等
數

例
に
と
ど
ま
る
︒

一
五
五
簡
︵②

:
5
4
-
3
︶
21.6
×
2.7cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
⁝
⁝
〼

〼
長
□
□
節
︵
？
︶
訊
(１
)會
(２
)⁝
⁝
〼

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
長
□
□
會
を
節
訊
し
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
長
□
□
會
に
聽
取
し
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
節
訊
：
赴
い
て
事
情
を
聽
取
す
る
︒﹁
卽
訊
﹂
に
同
じ
︒﹁
有
詔
卽
訊
︵
顏
師

古
注
︒
就
其
所
居
考
問
之
︶
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
陳
湯
傳
︶
︑﹁
奉
得
記
︑
卽
訊
貞
及
石
母

列
・
知
狀
者
男
子
鄭
惠
﹂
︵﹃
選
釋
﹄
五
四
︵③

:325-2-3︶︶
︒﹁
考
問
﹂
と
類
似

す
る
が
︑
對
象
者
に
よ
っ
て
﹁
考
問
﹂
と
は
區
別
し
て
用
い
ら
れ
る
︒﹁
奉

得
書
︑
輒
考
問
董
及
普
︑
卽
訊
旦
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
三
八
︶
︒
一
四
一
簡
︻
所
見
︼

參
照
︒

(２
)
會
：
人
名
で
あ
ろ
う
︒﹁
卽
︵
節
︶
訊
﹂
の
後
に
は
人
名
を
目
的
語
と
し
て

取
る
︒﹁
節
訊
念
等
︑
辤
皆
曰
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
三
九
︶
︑﹁
節
訊
詳
妻
榮
・
子
男
順

等
︑
辤
皆
曰
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
七
〇
七
︶
︒
人
名
の
﹁
會
﹂
に
は
︑
次
の
例
が
あ

る
︒﹁
考
問
縑
會
・
劉
季
興
・
周
豪
・
許
伯
山
等
﹂
︵﹃
壹
﹄
二
九
一
︶
︒

一
五
六
簡
︵②

:
5
4
-
4
︶
21.0
×
5.7cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼

戸
曹
史
□
助
史
𨡔
(１
)白
(
２
)

前
以
府
書
(３
)部
(４
)守
史
沅
綱

＝
＝
柤
潙
(５
)

〼

陵
亭
長
王
岑
蔡
英
(６
)逐
捕
(７
)

潙
鄕
干
胡
蒼
黃
陽
(８
)訖
今
(９
)

＝
＝
不

〼

得
府
期
盡
□
□
□
□

□
□
□
議
(

)⁝
⁝

10

〼
若

各
二
人
綱
一
人
⁝
⁝

得
後
岑
□
□
□
□
〼

〼

綱
都
郵
卒
(

)屬
尉
曹
(

)收

□
卒
食
︵
？
︶
(

)簿
入
〼

11

12

13

〼

三
月
時
(

)謹
具
事
解
府
(

)畢

□
岑
英
等
□
□
〼

14

15

〼

延
平
元
年
□
月
□
日
戊
辰
白

︻
訓
讀
︼

戸
曹
史
の
□
・
助
史
の
𨡔
︑
白
す
︒
前
に
府
書
を
以
て
守
史
の
沅
綱
︑
柤
・
潙
陵

亭
長
の
王
岑
・
蔡
英
を
部
し
︑
潙
鄕
干
の
胡
蒼
・
黃
陽
を
逐
捕
せ
し
む
る
も
︑
今

に
訖
︵
い
た
︶
る
ま
で
得
ず
︒
府
の
期
盡
き
︑
□
□
□
□
□
□
□
議
⁝
⁝
各
二

人
︑
綱
一
人
⁝
⁝
得
︑
後
に
岑
□
□
□
□
⁝
⁝
綱
︑
都
郵
の
卒
⁝
⁝
︒
尉
曹
に
屬

し
て
卒
の
食
を
收
□
⁝
⁝
三
月
時
に
簿
入
⁝
⁝
︒
謹
し
み
て
事
を
具
し
て
府
に
解

せ
︒
畢
︵
お
︶
わ
ら
ば
□
岑
・
英
等
□
□

延
平
元
年
□
月
□
日
戊
辰
︑
白
す
︒

⁝
⁝
若
す
︒

︻
現
代
語
譯
︼

戸
曹
史
の
□
と
助
史
の
𨡔
が
申
し
上
げ
ま
す
︒
以
前
に
府
書
に
よ
っ
て
守
史
の
沅

綱
︑
柤
亭
長
の
王
岑
・
潙
陵
亭
長
の
蔡
英
を
統
轄
し
︑
潙
鄕
の
干
の
胡
蒼
・
黃
陽

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
一
九
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を
逐
捕
さ
せ
ま
し
た
が
︑
現
時
點
ま
で
確
保
で
き
て
い
ま
せ
ん
︒
府
の
︵
設
定
し

た
︶
期
限
が
盡
き
︑
□
□
□
□
□
□
□
議
⁝
⁝
各
二
人
︑
綱
は
一
人
⁝
⁝
得
︑
後

に
岑
□
□
□
□
⁝
⁝
綱
︑
都
郵
の
卒
⁝
⁝
︒
尉
曹
に
委
囑
し
て
卒
の
食
糧
を
取
り

立
て
さ
せ
⁝
⁝
三
月
時
の
帳
簿
に
算
入
し
て
處
理
し
⁝
⁝
︒
謹
ん
で
事
態
に
つ
い

て
情
報
を
整
え
て
太
守
府
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
︒
事
が
お
わ
れ
ば
□
岑
・
英
等

□
□
⁝
⁝

延
平
元
年
︵
殤
帝
︑
一
〇
六
年
︶
□
月
□
日
戊
辰
︑
申
し
上
げ
ま
し
た
︒

⁝
⁝
︑
承
諾
し
た
︒

︻
注
︼

(１
)
戸
曹
史
□
・
助
史
𨡔
：
整
理
者
は
﹁
戸
曹
掾
史
□
□
□
□
酉
﹂
と
す
る
︒

﹇
凌
文
超
二
〇
二
〇
﹈
の
釋
讀
に
從
い
改
め
た
︒﹁
戸
曹
﹂
は
︑
諸
曹
の
一
つ

で
民
戸
や
禮
俗
を
擔
當
し
た
︒
五
四
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒﹁
戸
曹
助
史
𨡔
﹂

は
﹃
壹
﹄
三
三
〇
に
も
み
え
る
︒﹁
助
史
﹂
は
︑
縣
廷
所
屬
の
吏
と
考
え
ら

れ
る
︒
五
一
廣
場
簡
で
は
︑
史
︱
兼
史
︱
助
史
の
序
列
が
み
え
る
︒
三
七
簡

︻
注
︼
(１
)・︻
所
見
︼
參
照
︒

(２
)白
：
申
し
上
げ
る
︒
三
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(３
)府
書
：
長
沙
太
守
府
か
ら
の
文
書
︒
八
八
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

(４
)部
：
管
轄
す
る
︒
ひ
き
い
る
︒
四
簡
︻
注
︼
(

)參
照
︒

10

(５
)
潙
：
整
理
者
は
︑﹁
鄕
﹂
と
釋
讀
し
て
い
た
︒﹇
王
可
卓
二
〇
二
一
﹈
は
︑
字

形
と
﹁
潙
陵
亭
長
蔡
英
﹂
︵﹃
叁
﹄
一
一
〇
〇
︶
を
根
據
に
﹁
潙
﹂
と
す
る
︒

こ
れ
に
從
う
︒

(６
)
守
史
沅
綱
︑
柤
・
潙
陵
亭
長
王
岑
・
蔡
英
：
守
史
の
沅
綱
︑
柤
亭
長
の
王

岑
︑
潙
陵
亭
長
の
蔡
英
︒﹁
守
史
﹂
は
屬
吏
の
一
種
︒
九
四
簡
︻
注
︼
(４
)

參
照
︒﹁
亭
長
﹂
は
︑
亭
に
置
か
れ
治
安
に
關
わ
る
吏
︒
三
簡
︻
注
︼
(３
)

參
照
︒﹁
柤
亭
﹂
は
他
に
確
認
で
き
な
い
︒﹁
潙
陵
亭
長
蔡
英
﹂
は
﹃
叁
﹄
一

一
〇
〇
に
み
え
る
︒

(７
)逐
捕
：
追
跡
し
て
捕
ら
え
る
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(５
)參
照
︒

(８
)
潙
鄕
干
胡
蒼
・
黃
陽
：
潙
鄕
の
﹁
干
﹂
で
あ
る
胡
蒼
と
黃
陽
︒﹁
潙
鄕
﹂
は
︑

臨
湘
縣
所
屬
の
鄕
名
︒
二
八
簡
︻
注
︼
(１
)
參
照
︒﹁
干
﹂
は
官
職
名
の

﹁
幹
﹂
の
こ
と
︒﹁
雒
陽
令
秩
千
石
︵
略
︶
︒
鄕
有
秩
・
獄
史
五
十
六
人
︑
佐

史
・
鄕
佐
七
十
七
人
︑
斗
食
・
令
史
・
嗇
夫
・
假
五
十
人
︑
官
掾
史
・
幹
・

小
史
二
百
五
十
人
︑
書
佐
九
十
人
︑
循
行
二
百
六
十
人
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
百
官

志
五
・
縣
鄕
・
劉
昭
注
所
引
﹃
漢
官
﹄︶
︒
漢
碑
で
も
﹁
干
﹂
に
作
り
︑﹇
嚴
耕

望
一
九
六
一
﹈
は
鄭
季
宣
碑
の
﹁
直
事
干
﹂
を
﹁
幹
﹂
の
例
に
擧
げ
る
︒
ま

た
北
海
相
景
君
碑
碑
陰
に
は
︑
﹁
書
佐
﹂
や
﹁
脩
行
﹂﹁
小
吏
﹂
と
な
ら
び

﹁
故
干
︑
營
陵
是
遷
字
世
達
﹂
等
六
名
の
名
が
み
え
る
︒﹇
永
田
一
九
九
四
﹈

參
照
︒
具
體
的
な
職
務
は
不
明
︒

(９
)
訖
今
：
現
時
點
ま
で
︒﹁
車
師
王
降
︑
訖
今
不
至
︑
請
往
梟
其
首
﹂
︵
﹃
後
漢

書
﹄
耿
秉
列
傳
︶
︑﹁
孟
爲
家
私
湘
西
界
中
︑
訖
今
未
還
﹂
︵﹃
選
釋
﹄
一
〇
一

︵③

:325-1-31︶︶
︒

(

)
□
□
□
□
□
□
□
議
：﹁
議
﹂
は
︑
檢
討
・
吟
味
す
る
︒
九
五
簡
︻
注
︼

10

(８
)
參
照
︒
君
敎
木
牘
の
例
に
よ
れ
ば
︑﹁
議
﹂
の
前
に
は
﹁
丞
﹂﹁
掾
﹂︑

そ
れ
ぞ
れ
の
諱
が
別
筆
で
書
か
れ
︑﹁
議
﹂
の
後
に
は
案
件
に
關
す
る
處
理

案
が
書
か
れ
る
︒﹁
左
賊
史
式
︑
兼
史
順
・
詳
白
︒
︵
略
︶
官
復
詣
曹
診
右
足

上
有
毆
創
一
所
︑
廣
袤
五
寸
︒
不
與
解
相
應
︒
守
丞
護
・
掾
普
︑
議
︒
解
散

略
︒
請
却
︑
實
核
︒
白
草
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
二
九
＋
四
三
〇
︶
︒﹇
鷹
取
二
〇
二
一
﹈

參
照
︒

(

)
都
郵
卒
：
都
郵
に
配
屬
さ
れ
た
郵
卒
︒﹁
都
郵
﹂
は
︑
縣
城
に
設
置
さ
れ
た

11

郵
︒﹁
部
縣
有
都
郵
・
門
亭
長
︑
又
有
主
記
史
︑
催
督
期
會
︑
漢
制
也
︑
今

略
如
之
﹂
︵﹃
宋
書
﹄
百
官
志
︶
︑﹁
永
元
十
四
年
四
月
十
一
日
辛
巳
︑
起
都
郵
﹂

︵﹃
陸
﹄
二
一
七
九
︶
︒﹁
郵
卒
﹂
は
︑﹁
郵
に
所
屬
す
る
卒
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒

﹁
代
杅
郵
卒
區
可
一
日
﹂
︵﹃
叁
﹄
八
七
九
︶
︒

一
二
〇
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(

)
屬
尉
曹
：
尉
曹
に
ゆ
だ
ね
る
︒﹁
尉
曹
﹂
は
︑
中
央
の
公
府
や
縣
廷
等
に
置

12

か
れ
た
諸
曹
の
一
つ
で
︑
卒
や
徒
な
ど
の
勞
働
力
管
理
を
擔
當
し
た
︒﹁
尉

曹
︑
主
卒
徒
轉
運
事
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
一
・
太
尉
︶
︒﹁
下
到
其
亭
渚
︑
得

兼
尉
曹
史
周
香
齎
府
胡
卒
史
檄
﹂
︵﹃
貳
﹄
六
八
一
︶
︒﹁
屬
﹂
は
︑﹁
た
の
む
︒

ゆ
だ
ね
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
今
日
天
同
色
︑
以
天
下
人
民
屬
皇
帝
︵
顏
師

古
注
︒
屬
︑
委
也
︶
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
王
莽
傳
中
︶
︒
君
敎
木
牘
に
は
︑﹁
議
﹂
の
後

に
︑
某
曹
に
﹁
屬
﹂
す
る
こ
と
を
﹁
請
﹂
う
例
が
み
え
る
︒﹁
丞
優
・
掾
均
︑

議
︒
請
屬
金
曹
︑
收
責
訓
・
信
・
就
・
寶
等
金
錢
﹂
︵﹃
叁
﹄
九
八
四
︶
︑﹁
丞

優
・
掾
隗
︑
議
︒
請
屬
功
曹
︑
選
伉
健
吏
二
人
︑
與
左
尉
幷
力
︑
密
收
祥
考

實
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
六
八
七
︶
︒

(

)
收
□
卒
食
：
卒
の
食
糧
を
取
り
立
て
る
こ
と
か
︒﹁
收
﹂
の
後
の
﹁
□
﹂
は

13
﹁
責
﹂
か
︒﹁
收
責
﹂
は
︑﹁
納
入
す
べ
き
債
を
と
り
た
て
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語

彙
﹄︶
︒﹁
其
口
賦
逋
税
而
廬
宅
尤
破
壞
者
︑
勿
收
責
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
光
武
帝
紀

下
︶
︑﹁
丞
優
行
驛
︒
掾
隗
︑
議
︒
請
屬
金
曹
︑
收
責
尉
金
錢
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
二

七
六
︶
︒

(

)簿
入
〼
〼
三
月
時
：﹁
三
月
時
﹂
を
整
理
者
は
﹁
三
月
□
日
﹂
と
釋
讀
す
る
︒

14

圖
版
に
よ
り
改
め
た
︒﹁
簿
入
﹂
は
︑
某
の
帳
簿
に
算
入
し
て
處
理
す
る
︒

﹁
時
交
阯
太
守
張
恢
︑
坐
臧
千
金
︑
徵
還
伏
法
︑
以
資
物
簿
入
大
司
農
︵
李

賢
注
︒
簿
︑
文
記
也
︶
︑
詔
班
賜
羣
臣
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
鍾
離
意
列
傳
︶
︑﹁
甘
露
三

年
七
月
壬
午
朔
壬
辰
︑
肩
水
城
尉
利
親
移
肩
水
候
官
︒
出
穀
食
吏
六
月
七
月

石
斗
各
如
牒
︒
書
到
︑
构
校
︑
簿
入
八
月
︑
報
︑
毋
令
繆
︒
如
律
令
﹂
︵
地

灣
漢
簡

86E
D
T
1:1A
︶
︑﹁
陽
朔
元
年
五
月
丁
未
朔
丁
卯
︑
肩
水
候
丹
移
觻

得
︒
出
穀
付
廏
佐
丁
充
︑
食
柱
馬
石
斗
如
牒
︒
書
到
︑
願
令
史
薄
入
六
月
四

時
︑
報
︒
如
律
令
﹂
︵
肩
水
金
關
漢
簡
73E
JT
21:102︶
︒﹁
簿
入
某
月
時
﹂
は
︑

﹁
屬
金
曹
收
責
︑
簿
入
十
二
月
時
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
六
五
︶
︑﹁
廷
嚴
佑
︑
收
責
瞿
部

金
□錢
︑
簿
入
六
月
時
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
三
九
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
某
月
の
帳
簿
で

處
理
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒﹇
成
鵬
二
〇
二
三
﹈
參
照
︒
た
だ
し
︑

こ
こ
で
は
﹁
簿
入
﹂
の
下
に
は
數
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
︑﹁
三
月
﹂

が
次
行
行
頭
に
配
置
さ
れ
る
の
で
︑
直
接
に
は
文
章
が
續
か
な
い
可
能
性
も

あ
る
︒

(

)具
事
解
府
：
事
態
に
つ
い
て
情
報
を
と
と
の
え
て
太
守
府
に
報
告
す
る
こ
と

15

か
︒
類
似
し
た
表
現
と
し
て
︑﹁
具
事
言
府
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
二
七
六
︑﹃
肆
﹄
一
三

五
六
等
︶
が
み
え
る
︒﹁
具
﹂
は
﹁
そ
な
え
る
︒
充
當
す
る
︒
と
と
の
え
る
﹂

︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
桂
陽
太
守
江
夏
張
遼
叔
高
去
𨻳
令
家
居
︑
買
田
︒
田
中
有

大
樹
十
餘
圍
︑
扶
疏
蓋
數
畝
地
︑
播
不
生
穀
︑
遣
客
伐
之
︑
木
中
血
出
︒
客

驚
怖
︑
歸
︑
具
事
白
叔
高
﹂
︵﹃
風
俗
通
義
﹄
怪
神
︶
︒﹁
解
﹂
は
︑
説
明
︒
も

う
し
ひ
ら
き
︒
一
六
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒
こ
こ
で
は
﹁
言
﹂
の
代
わ
り
に

動
詞
と
し
て
使
用
し
て
い
る
か
︒

︻
所
見
︼

君
敎
木
牘
︒
一
七
簡
︻
所
見
︼
參
照
︒
釋
讀
不
能
の
箇
所
が
多
く
︑
内
容
は

は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
︒
潙
鄕
干
の
胡
蒼
・
黃
陽
の
身
柄
を
期
限
ど
お
り
に
確
保

で
き
な
い
︵﹁
府
期
盡
﹂︶
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
議
﹂
の
後
に
は
︑
﹁
卒

食
﹂
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
胡
蒼
等
の
身
柄
確
保
の
た
め
に
︑
亭
長
と
守

史
を
補
助
す
る
卒
を
配
備
し
︵﹁
各
二
人
綱
一
人
﹂﹁
綱
都
郵
卒
﹂︶
︑
彼
ら
の
食
糧
支

給
の
帳
簿
處
理
︵﹁
屬
尉
曹
收
□
卒
食
簿
入
〼
〼
三
月
時
﹂︶
︑
お
よ
び
太
守
府
へ
の
報

告
︵﹁
具
事
解
府
﹂︶
等
に
つ
い
て
﹁
議
﹂
し
た
も
の
か
︒

一
五
七
簡
︵②

:
5
4
-
5
︶
6.7
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
〼

〼
移
⁝
⁝
備
□
〼

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
二
一
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一
六
二
簡
︵②

:
5
7
-
1
︶
22.7
×
2.7cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
□
□
□
父
□
□
□
□
□
辦
長
⁝
⁝
〼

〼
□
與
⁝
⁝
〼

一
六
四
簡
︵②

:
5
7
-
3
︶
22.5
×
2.8cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
謁
□
□
陽
⁝
⁝
廉
⁝
⁝
責
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
〼

一
六
九
簡
︵②

:
5
7
-
8
︶
23.2
×
2.9cm

木
質

︻
釋
文
︼

⁝
⁝
鄕
移
⁝
⁝

⁝
⁝
區
茂
(１
)⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
區
茂
：
人
名
で
あ
ろ
う
︒﹁
區
﹂
は
長
沙
に
み
ら
れ
る
姓
で
︑
五
一
廣
場
簡

に
も
多
い
︒﹁
時
長
沙
賊
區
星
自
稱
將
軍
﹂
︵﹃
三
國
志
﹄
呉
書
孫
破
虜
傳
︶
︑

﹁
都
師
區
堅
﹂
︵﹃
壹
﹄
八
三
︶
︑﹁
男
子
區
開
﹂
︵﹃
壹
﹄
八
九
︶
等
︒

一
七
一
簡
︵②

:
5
7
-
1
0
︶
23.0
×
2.8cm
︵﹃
叁
﹄
訂
正
値
︶

木
質

︻
釋
文
︼

⁝
⁝
甫
助
佐
銅
(１
)⁝
⁝
〼

□
⁝
⁝
曰
︵
？
︶
連
鄕
⁝
⁝
十
二
子
男
⁝
⁝
〼

︻
注
︼

(１
)
甫
︑
助
佐
銅
：
官
職
名
・
人
名
が
連
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
ろ
う
︒﹁
助
佐
﹂

は
︑﹁
佐
﹂
の
補
佐
︑
ま
た
は
﹁
佐
﹂
の
う
ち
地
位
の
低
い
者
︒
三
六
簡

︻
注
︼
(３
)
參
照
︒
既
發
表
の
五
一
廣
場
簡
の
﹁
助
佐
﹂
は
す
べ
て
鄕
の
吏

で
あ
り
︑
こ
の
﹁
助
佐
﹂
も
鄕
助
佐
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒﹁
甫
﹂
は
鄕

嗇
夫
か
有
秩
︑
も
し
く
は
鄕
佐
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
三
六
簡
︻
注
︼

(２
)參
照
︒

︻
所
見
︼

官
職
名
お
よ
び
記
載
の
な
ら
び
が
︑﹁
南
鄕
有
秩
選
・
佐
均
・
助
佐
裦
︑
敢
言

之
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
六
︶
と
共
通
す
る
︒
本
簡
も
鄕
發
信
の
上
行
文
書
の
冒
頭
部

分
か
︒

一
七
三
簡
︵②

:
5
7
-
1
2
︶
12.0
×
1.5cm

木
質

︻
釋
文
︼

有
⁝
⁝
〼

⁝
⁝
〼

一
七
四
簡
︵②

:
5
7
-
1
3
︶
22.2
×
2.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

□君
□教
□若

︻
訓
讀
︼

君
敎
︑
若
す
︒

︻
現
代
語
譯
︼

君
敎
︑
承
諾
し
た
︒

︻
所
見
︼

君
敎
兩
行
簡
︒
一
七
簡
參
照
︒

一
七
五
簡
︵②
:
5
7
-
1
4
︶
12.9
×
3.1cm

木
質

Ａ
面
：

一
二
二
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⁝
⁝
渚
︵
？
︶
鄕
嗇

Ｂ
面
：

□
⁝
⁝

夫
(１
)詳

□
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
鄕
嗇
夫
：
整
理
者
は
Ｂ
面
を
﹁
□
夫
﹂
と
釋
讀
す
る
が
︑﹁
夫
﹂
の
上
に
墨

跡
は
確
認
で
き
な
い
︒﹁
鄕
嗇
夫
﹂
は
︑
官
職
名
︒
鄕
に
配
置
さ
れ
た
少
吏
︒

一
四
八
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

︻
所
見
︼

兩
面
連
讀
タ
イ
プ
︑﹇
髙
村
二
〇
一
五
﹈
形
狀
分
類
一
二
型
︑
ま
た
は
一
三
型

の
楬
︒
六
簡
︻
所
見
︼
參
照
︒

一
七
六
簡
︵②

:
5
7
-
1
5
︶
6.1
×
0.9cm

竹
質

︻
釋
文
︼

〼
民
□
(１
)大
車

自
言
□
〼

︻
注
︼

(１
)□
：
圖
版
に
よ
れ
ば
︑
旁
は
﹁
攵
﹂
の
よ
う
で
あ
る
︒

一
七
七
簡
︵②

:
5
7
-
1
6
︶
9.4
×
1.8cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
⁝
⁝
史
訢
(１
)兼
〼

〼
⁝
⁝
土
□
□
〼

︻
注
︼

(１
)史
訢
：
人
名
︒
某
史
の
﹁
訢
﹂
と
し
て
は
︑﹁
右
賊
史
訢
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
八
七
︶
︑

﹁
守
史
□
訢
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
七
五
九
︶
が
確
認
で
き
る
︒

︻
所
見
︼

｢史
訢
﹂
に
﹁
兼
﹂
字
が
續
く
の
で
︑
史
の
﹁
訢
﹂
と
兼
史
の
某
の
連
名
か
︒

一
七
八
簡
︵②

:
5
7
-
1
7
︶
5.3
×
1.2cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
⁝
⁝
〼

〼
□
□
□
□
五
錢
□
〼

一
七
九
簡
︵②

:
5
7
-
1
8
︶
5.2
×
0.7cm

竹
質

︻
釋
文
︼

臨
湘
□
醴
陵
(１
)不
□
□
〼

︻
注
︼

(１
)醴
陵
：
長
沙
郡
醴
陵
縣
︒
一
二
一
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

一
八
九
簡
︵②

:
5
8
-
8
︶
22.6
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

〼
⁝
⁝
〼

〼
姦
詐
(１
)⁝
⁝
〼

Ｂ
面
：

〼
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
〼

︻
注
︼

(１
)
姦
詐
：
惡
事
︒
法
に
抵
觸
し
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
行
爲
を
指
す
︒
八
四
簡

︻
注
︼
(２
)參
照
︒

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
二
三
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一
九
〇
簡
︵②

:
5
8
-
9
︶
15.5
×
2.8cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
⁝
⁝
〼

〼
⁝
⁝
謂
⁝
⁝
〼

一
九
一
簡
︵②

:
5
8
-
1
0
︶
23.1
×
2.7cm

木
質

︻
釋
文
︼

⁝
⁝
紀

⁝
⁝
□

一
九
七
簡
︵②

:
5
8
-
1
6
︶
23.6
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
□
盡
輸
者

各
□
□
布
一
匹
(１
)二
⁝
⁝
〼

□
四
寸
(２
)輒
□
省
□
無
所
□

敎
令
(３
)者
□
故
以
來
皆
受
以

故
不
⁝
⁝
〼

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
盡
く
︒
輸
す
る
者
各
お
の
□
□
布
一
匹
︑
二
⁝
⁝
□
四
寸
⁝
⁝
輒
ち
□
省

□
︑
□
す
る
所
の
敎
令
無
き
者
︑
□
故
以
來
︑
皆
受
く
︒
故
を
以
て
⁝
⁝
せ
ず

⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
盡
き
ま
し
た
︒
運
ん
だ
の
は
そ
れ
ぞ
れ
□
□
布
一
匹
︑
二
⁝
⁝
□
四
寸
⁝
⁝

す
ぐ
に
□
省
□
︑
□
す
る
敎
令
の
な
い
者
は
︑
□
故
以
來
︑
み
な
受
領
し
ま
し

た
︒
そ
の
た
め
に
⁝
⁝
せ
ず
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
布
一
匹
：﹁
匹
﹂
は
︑﹁
布
の
長
さ
の
單
位
︒
約
九
メ
ー
ト
ル
︒
一
匹
は
四

丈
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
布
九
匹
︑
匹
直
錢
三
百
﹂
︵﹃
貳
﹄
五
三
一
︶
︒
こ
の

﹁
布
﹂
は
税
か
︒
五
一
廣
場
簡
に
は
︑
民
が
租
を
﹁
輸
﹂
す
る
例
が
み
ら
れ

る
︒﹁
方
今
民
輸
租
時
︑
閒
漻
陽
鄕
民
多
解
止
橫
溪
︑
入
縣
輸
租
︑
或
夜
出

縣
歸
主
人
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
七
九
二
︶
︒
走
馬
樓
呉
簡
を
參
照
す
る
と
︑
税
と
し
て

の
﹁
布
﹂
も
同
樣
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒﹁
入
模
鄕
調
布
一
匹
顎
嘉
禾

元
年
八
月
十
一
日
︑
諧
丘
大
男
鄧
罷
關
丞
付
庫
吏
連
受
﹂
︵
走
馬
樓
呉
簡
竹
簡

﹃
伍
﹄
一
八
九
七
︶
︒

(２
)
四
寸
：﹁
寸
﹂
は
︑﹁
長
さ
の
單
位
︒
約
二
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
﹂
︵﹃
漢
簡

語
彙
﹄︶
︒﹁
四
﹂
の
上
の
墨
跡
は
﹁
尺
﹂
で
は
な
い
︒

(３
)
敎
令
：
命
令
の
一
種
︒
本
來
は
教
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
︵﹁
景

公
問
晏
子
曰
︑
明
王
之
教
民
何
若
︒
晏
子
對
曰
︑
明
其
教
令
︑
而
先
之
以
行
義
﹂

﹃
晏
子
春
秋
﹄
問
上
︶
︑
幅
廣
く
皇
帝
︑
大
將
軍
か
ら
地
方
長
官
ま
で
を
發
出

者
と
す
る
例
が
み
ら
れ
る
︒﹁
廢
皇
后
郭
氏
而
立
貴
人
︒
制
詔
三
公
曰
︑
皇

后
懷
執
怨
懟
︑
數
違
敎
令
︑
不
能
撫
循
它
子
︑
訓
長
異
室
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
皇

后
紀
上
・
光
烈
陰
皇
后
︶
︑﹁
延
年
從
更
衣
還
︑
敞
・
夫
人
與
延
年
參
語
許
諾
︑

請
奉
大
將
軍
敎
令
︑
遂
共
廢
昌
邑
王
︑
立
宣
帝
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
楊
敞
傳
︶
︑﹁
每

出
行
縣
︑
益
從
學
官
諸
生
明
經
飭
行
者
與
俱
︑
使
傳
敎
令
︑
出
入
閨
閤
﹂

︵﹃
漢
書
﹄
循
吏
傳
・
文
翁
︶
︒

︻
所
見
︼

狀
態
が
惡
く
︑
判
讀
し
が
た
い
︒
一
行
目
﹁
一
匹
二
﹂
の
次
の
字
は
︑
圖
版
か

ら
は
横
畫
が
確
認
で
き
︑﹁
匹
﹂
字
に
似
る
︒
ま
た
二
行
目
は
︑﹁
□
故
以
來
︑
皆

受
く
る
に
故
を
以
て
し
︑
⁝
⁝
ず
﹂
と
讀
む
可
能
性
も
あ
る
︒

一
九
八
簡
︵②

:
5
8
-
1
7
︶
22.6
×
2.5cm

木
質

︻
釋
文
︼

⁝
⁝
長
沙
大
守
中
部
(１
)⁝
⁝
案
問
移
(２
)

⁝
⁝
小
吏
(３
)或
難
⁝
⁝

︻
訓
讀
︼

一
二
四
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⁝
⁝
長
沙
大
守
中
部
⁝
⁝
案
問
︻
有
り
て
︼︻
臨
湘
︼
に
移
す
︒
⁝
⁝
小
吏
或
は

⁝
⁝
難
し
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
長
沙
大
守
中
部
⁝
⁝
は
案
問
︻
が
あ
り
︼︻
臨
湘
︼
に
移
す
︒
⁝
⁝
小
吏
の

な
か
に
は
⁝
⁝
し
が
た
い
者
が
い
る
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
長
沙
大
守
中
部
：
長
沙
郡
の
中
部
管
轄
區
︒
一
一
四
＋
一
〇
五
簡
︻
注
︼

(２
)
參
照
︒︻
所
見
︼
に
示
す
類
例
か
ら
推
測
す
れ
ば
︑
中
部
を
管
轄
す
る

長
沙
郡
太
守
屬
僚
の
官
職
名
・
諱
が
續
き
︑
こ
れ
が
本
文
書
の
發
信
者
で
あ

る
︒
一
二
四
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(２
)⁝
⁝
案
問
移
：
整
理
者
は
﹁
⁝
⁝
移
□
□
﹂
と
す
る
が
︑
圖
版
に
よ
り
改
め

た
︒
圖
版
か
ら
﹁
案
﹂
字
の
﹁
木
﹂︑
お
よ
び
﹁
問
﹂
字
が
確
認
で
き
︑﹁
案

問
移
﹂
は
︻
所
見
︼
で
引
用
し
た
類
例
が
あ
る
︒﹁
移
﹂
の
下
の
墨
跡
は
圖

版
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
︒
加
え
て
︑
類
例
で
は
﹁
有
案
問
移
﹂
に
﹁
臨

湘
﹂
が
續
く
が
︑
い
ず
れ
も
﹁
臨
湘
﹂
は
二
行
目
の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
る
︒

そ
れ
が
意
圖
的
な
平
出
で
あ
る
こ
と
は
︑
一
行
目
の
下
部
に
空
白
を
殘
し
て

﹁
移
﹂
で
改
行
し
︑﹁
臨
湘
﹂
を
二
行
目
冒
頭
に
置
く
類
例
か
ら
わ
か
る
︒
そ

れ
ゆ
え
本
簡
の
﹁
移
﹂
の
下
も
文
字
は
な
く
︑
二
行
目
冒
頭
に
﹁
臨
湘
﹂
が

あ
っ
た
と
み
な
し
た
︒﹁
案
問
﹂
は
︑﹁
尋
問
し
取
り
調
べ
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語

彙
﹄︶
︒﹁
潁
川
豪
桀
大
姓
相
與
爲
婚
姻
︑
吏
俗
朋
黨
︒
廣
漢
患
之
︑
厲
使
其

中
可
用
者
受
記
︑
出
有
案
問
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
趙
廣
漢
傳
︶
︒﹁
案
﹂
は
﹁
搜
査
す

る
︒
取
り
調
べ
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
五
一
廣
場
簡
で
は
︑
取
り
調
べ
に
つ

い
て
︑﹁
文
書
﹂
を
﹁
案
﹂
じ
︑
關
係
者
を
﹁
考
問
﹂
す
る
と
説
明
す
る
場

合
が
あ
る
︒﹁
奉
得
書
謹
案
文
書
︑
考
問
致
及
伯
子
男
夷
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
八
〇

五
︶
︒﹁
移
﹂
は
︑﹁
送
る
︒
傳
え
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
た
だ
し
︑︻
所
見
︼

に
示
す
類
例
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
有
案
問
移
﹂
は
郡
吏
が
管
轄
下
の
縣
に
發
す

る
文
書
の
發
信
文
言
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

(３
)
小
吏
：﹁
百
石
以
下
の
吏
︒﹃
長
吏
﹄
に
對
す
る
語
﹂﹁
位
の
低
い
吏
﹂
︵﹃
漢

簡
語
彙
﹄︶
︒

︻
所
見
︼

本
簡
は
長
沙
郡
の
中
部
を
管
轄
す
る
郡
吏
が
︑
臨
湘
縣
に
發
し
た
文
書
の
冒
頭

部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
長
沙
﹂
の
上
に
は
﹁
某
年
某
月
干
支
朔
某
日
﹂

が
︑﹁
移
﹂
の
後
に
は
﹁
臨
湘
﹂
が
續
く
︒
次
に
示
す
二
例
の
他
に
︑﹃
貳
﹄
六
六

六
＋
六
七
四
︑﹃
捌
﹄
三
二
五
〇
が
あ
る
︒
一
行
目
の
文
字
が
み
え
な
い
部
分
の

長
さ
か
ら
す
れ
ば
︑
本
簡
は
︑
一
五
〇
七
簡
の
よ
う
に
︑
元
號
と
年
月
日
か
ら
は

じ
ま
り
︑﹁
年
﹂
に
懸
針
が
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
月
八
日
丙
辰
長
沙
大
守
兼
中

部
勸
農
督
郵
書
掾
育

有
案
問
寫
移

臨
湘
書
到
亟
考
實
姦
詐

明
正
處
言
府
關
副
在

所
會
月
十
五
日

＝
＝
毋
妄
拘
毄

︵﹃
貳
﹄
六
〇
〇
)

元
興
元
年

十
一
月
庚
辰
朔
十
七
日
丙
申
長
沙

大
守
中
部

＝
＝
案
獄
掾
豐
有
案
問
移

臨
湘
民
自
言
辤
如
牒
諦

如
辤
倉
部
吏
追
捕
受

取
民
錢
物

＝
＝
衆
多
狼
藉
詔

︵﹃
肆
﹄
一
五
〇
七
)

な
お
︑
居
延
漢
簡
に
も
同
樣
の
表
現
が
み
え
る
︒
﹁
建
武
六
年
七
月
己
酉
︑
居
延

都
尉
督
掛
掾
黨
有
案
問
移
甲
渠
〼
﹂
︵
居
延
漢
簡

E
P
F
22:402︶
︒﹇
章
二
〇
二
二
﹈

參
照
︒

二
〇
一
簡
︵②

:
5
8
-
2
0
︶
22.8
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

永
初
二
年
三
月
丁
卯
朔
⁝
⁝

□
巳
□
鄕
□
□
□
□
□
□
□
□

□惶
恐
(１
)叩
頭

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
二
五
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＝
＝
死
罪
敢
言
之
(２
)

廷
□
□
連
道
(３
)言
⁝
⁝

︻
訓
讀
︼

永
初
二
年
三
月
丁
卯
朔
⁝
⁝
□
巳
︑
□
鄕
□
□
□
□
□
□
□
□
惶
恐
叩
頭
死
罪
し

て
敢
え
て
之
を
言
う
︒
廷
□
□
連
道
言
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

永
初
二
年
︵
安
帝
︑
一
〇
八
年
︶
三
月
丁
卯
朔
⁝
⁝
□
巳
︑
□
鄕
□
□
□
□
□
□

□
□
惶
恐
叩
頭
死
罪
し
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
廷
□
□
連
道
が
申
す
に
は
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
惶
恐
：
お
そ
れ
る
︒
上
行
文
書
に
お
け
る
謙
讓
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ

る
︒
一
簡
︻
注
︼
(８
)參
照
︒

(２
)叩
頭
死
罪
敢
言
之
：
上
行
文
書
の
發
信
︑
お
よ
び
書
き
止
め
に
用
い
ら
れ
る

文
言
︒
一
簡
︻
注
︼
(９
)參
照
︒

(３
)
連
道
：
長
沙
郡
連
道
縣
︒﹁
長
沙
郡
︒
︵
略
︶
連
道
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志
四
・

荊
州
︶
︒﹁
七
月
一
日
庚
子
連
道
長
均
・
守
丞
叩
頭
移
臨
湘
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
八

四
︶
︒

︻
所
見
︼

兩
行
簡
か
ら
な
る
册
書
の
冒
頭
︒
臨
湘
縣
の
某
鄕
が
縣
廷
に
提
出
し
た
文
書
の

冒
頭
で
︑
連
道
縣
發
信
の
文
書
を
引
用
し
て
い
る
︒

な
お
︑﹇
楊
小
亮
二
〇
二
二
﹈
四
三
頁
は
︑
殘
畫
や
類
例
に
基
づ
き
本
簡
正
面

を
﹁
永
初
二
年
三
月
丁
卯
朔
廿
七
日
癸
巳
︑
□
鄕
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
叩
頭

死
罪
敢
言
之
︒
／
廷
移
府
︑
連
道
書
⁝
⁝
﹂
と
釋
讀
・
句
讀
し
︑
背
面
に
も
文
字

が
あ
っ
た
が
完
全
に
摩
滅
し
た
も
の
と
す
る
︒

二
〇
二
簡
︵②

:
5
8
-
2
1
︶
22.8
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

□
⁝
⁝
〼

歸
⁝
⁝
〼

二
〇
三
簡
︵②

:
5
8
-
2
2
︶
22.5
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

□
□
□
□
□
□
界
中
(１
)

□
男
子
□
□
□
書

︻
注
︼

(１
)界
中
：
境
界
の
範
圍
内
︒
三
簡
︻
注
︼
(６
)參
照
︒

︻
所
見
︼

｢敢
言
之
﹂
上
行
文
書
册
書
の
標
題
簡
︒
一
六
簡
︻
所
見
︼
參
照
︒

二
〇
五
簡
︵②

:
5
8
-
2
4
︶
22.7
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

死
罪
死
罪
(１
)奉
得
書
(２
)輒
推
□
(３
)州
(
４
)丘
里
(５
)⁝
⁝
〼

⁝
⁝
〼

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
死
罪
死
罪
︒
書
を
奉
得
し
︑
輒
ち
州
を
丘
里
に
推
□
し
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
死
罪
死
罪
し
ま
す
︒
書
を
謹
ん
で
頂
戴
し
︑
す
ぐ
に
州
を
丘
里
に
搜
索
し

⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)死
罪
死
罪
：
上
行
文
書
の
途
中
で
用
い
ら
れ
る
文
章
の
區
切
り
を
示
す
文
言

﹁
發
信
者
名
＋
叩
頭
︵
叩
頭
︶
死
罪
死
罪
﹂
の
一
部
で
あ
ろ
う
︒﹁
叩
頭
死

罪
﹂
は
︑
上
行
文
書
で
用
い
ら
れ
る
謙
讓
表
現
︒
一
簡
︻
注
︼
(９
)參
照
︒

發
信
者
名
を
改
め
て
提
示
す
る
こ
と
で
︑
本
文
書
發
信
に
至
る
背
景
狀
況
を

一
二
六
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説
明
す
る
部
分
が
終
了
し
︑
以
下
は
發
信
者
に
よ
る
報
告
用
件
で
あ
る
こ
と

を
明
示
す
る
︒﹁
到
其
年
六
月
不
處
日
︑
爲
吏
所
捕
得
︒
暉
︑
叩
頭
死
罪
死

罪
︒
輒
考
問
肉
妻
孨
﹂
︵﹃
貳
﹄
六
五
二
︶
︒﹇
飯
田
二
〇
二
二
﹈
參
照
︒
同
樣

の
構
造
は
漢
碑
に
も
確
認
で
き
︑
乙
瑛
碑
に
は
︑﹁
永
興
元
年
六
月
甲
辰
朔

十
八
日
辛
酉
︑
魯
相
平
・
行
長
史
事
卞
守
長
□擅
︑
叩
□頭
死
罪
敢
言
之
︒
司

徒
・
司
空
府
壬
寅
詔
書
︵
略
︶
︒
平
︑
叩
頭
叩
頭
死
罪
死
罪
︒
謹
案
文
書

︵
略
︶
﹂
と
あ
る
︒﹇
永
田
一
九
九
四
﹈
參
照
︒

(２
)奉
得
書
：
文
書
を
謹
ん
で
頂
戴
す
る
︒
上
級
機
關
の
文
書
に
よ
る
指
示
を
受

け
て
事
に
あ
た
る
際
に
︑
下
級
機
關
側
が
用
い
る
常
套
句
︒﹁
奉
得
﹂
＋

﹁
上
級
機
關
か
ら
の
文
書
名
﹂
の
後
に
︑
下
級
機
關
に
よ
る
報
告
が
續
く
︒

﹁
書
到
︑
趣
考
實
姦
詐
︑
明
證
檢
驗
︑
傅
法
比
︑
正
處
言
︒
興
・
建
・
恁
︑

叩
頭
死
罪
死
罪
︒
奉
得
書
︑
謹
案
文
書
︑
考
問
致
及
伯
子
男
夷
﹂
︵﹃
伍
﹄
一

八
〇
五
︶
︒
文
書
の
種
類
と
し
て
は
﹁
書
﹂
の
他
に
︑﹁
詔
書
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
九

九
︶
︑﹁
記
﹂
︵﹃
捌
﹄
三
二
六
七
︑﹃
選
釋
﹄
五
四
︵③
:325-2-3︶︶
︑﹁
留
事
﹂

︵﹃
選
釋
﹄
四
九
︵③

:325-4-43︶︶
の
例
を
確
認
で
き
る
︒

(３
)
推
□
：﹁
推
求
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
推
辟
﹂﹁
推
起
﹂
か
︒
搜
索
を
意
味
す
る
語

で
あ
ろ
う
︒﹁
前
解
移
書
泉
陵
︑
推
求
叔
︑
逐
捕
叔
﹂
︵﹃
貳
﹄
六
七
二
︶
︑﹁
奉

得
書
︑
輒
推
辟
妾
︑
逐
召
平
・
孝
・
武
等
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
三
五
＋
四
三
四
︶
︑﹁
盡

力
推
起
逐
捕
倉
︑
必
得
考
實
﹂
︵﹃
叁
﹄
一
〇
九
九
︶
︒﹁
推
﹂
は
︑﹁
追
究
す

る
︒
調
査
す
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒

(４
)
州
：
人
名
か
︒
あ
る
い
は
地
名
の
某
州
︵
洲
︶
を
言
う
か
︒﹁
柚
州
例
﹂﹁
耒

州
丘
﹂
の
例
が
あ
る
︒﹁
南
部
游
徼
栩
︑
柚
州
例
游
徼
京
︑
𦄿
溪
例
亭
長
福
︑

叩
頭
死
罪
敢
言
之
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
二
六
︶
︑﹁
從
廣
成
亭
部
耒
州
丘
男
子
張
少
文

舍
﹂
︵﹃
柒
﹄
二
六
七
三
＋
二
八
七
一
︶
︒

(５
)
丘
里
：
各
所
の
意
か
︒
丘
は
︑
領
域
を
示
す
語
︒
八
九
簡
︻
注
︼
(５
)
參

照
︒
里
は
︑﹁
地
方
行
政
單
位
の
一
つ
︒
行
政
の
最
末
端
に
位
置
す
る
﹂

︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
そ
れ
ぞ
れ
空
閒
を
指
し
︑
行
政
上
の
用
法
が
あ
る
︒
し
か

し
︑
漠
然
と
各
所
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒﹁
表
楬
道
︑

偏
撫
告
上
下
丘
里
行
道
過
客
︑
無
有
識
有
男
子
者
︑
疑
遠
所
姦
人
﹂
︵﹃
肆
﹄

一
二
六
〇
︑﹇
楊
小
亮
二
〇
二
二
﹈
一
九
三
頁
參
照
︶
︒

︻
所
見
︼

上
行
文
書
︒
事
件
搜
査
に
關
わ
る
報
告
の
一
部
分
で
あ
ろ
う
︒

二
〇
八
簡
︵②

:
5
9
-
2
︶
23.0
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

〼
⁝
⁝
意
□
⁝
⁝

蒼
⁝
⁝
處
言
(１
)□

曹
⁝
⁝
如
律
令
(２
)

⁝
⁝
月
□
□
日
(３
)

書
佐
與
(
４
)

︻
注
︼

(１
)處
言
：
審
ら
か
に
し
て
報
告
す
る
︒
一
簡
︻
注
︼
(６
)
參
照
︒

(２
)
如
律
令
：﹁
法
令
と
同
じ
よ
う
に
き
ち
ん
と
處
理
せ
よ
︒
命
令
︑
依
賴
の
文

書
に
お
け
る
書
き
止
め
の
常
套
句
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒︻
所
見
︼
引
用
の
類
例

を
參
照
︒

(３
)⁝
⁝
月
□
□
日
：
整
理
者
は
﹁
⁝
⁝
﹂
と
す
る
が
︑
按
語
に
﹁
令
﹂
の
下
に

二
次
的
に
書
か
れ
た
﹁
月
□
□
日
﹂
の
よ
う
な
文
字
が
み
え
る
と
す
る
︒
圖

版
か
ら
は
確
認
し
が
た
い
が
︑︻
所
見
︼
に
示
す
例
に
よ
れ
ば
︑
別
筆
で
日

付
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(４
)書
佐
與
：
整
理
者
は
﹁
書
□
與
﹂
と
す
る
︒
圖
版
お
よ
び
︻
所
見
︼
に
示
す

用
例
に
よ
り
改
め
た
︒﹁
書
佐
﹂
は
官
職
名
︑
屬
吏
の
一
種
︒
四
簡
︻
注
︼

(１
)
參
照
︒﹇
楊
小
亮
二
〇
二
二
﹈
五
九
頁
は
﹁
與
﹂
を
﹁
興
﹂
と
す
る
︒

圖
版
か
ら
は
判
別
し
が
た
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
書
記
者
の
名
で
あ
ろ
う
︒

︻
所
見
︼

二
行
目
の
記
載
形
式
と
類
似
す
る
簡
が
あ
る
︒

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
二
七
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十
一
月
九
日
乙
未
長
沙
大
守
渡

行
丞
事
益
陽
守
長
信
謂

臨
湘
寫
移
書

＝
＝
到
實
核
正

處
如
前
會
日
南
郡
府
書

律
令

掾
珍
守
屬
笠
書
佐
條

十
一
月
十
日
發

︵﹃
貳
﹄
五
七
六
)

﹁
如
律
令
﹂
は
書
き
止
め
で
あ
る
た
め
︑
文
書
本
文
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
︒
別
筆

の
日
附
は
受
信
者
側
の
追
記
︑﹁
書
佐
與
﹂
は
發
信
者
側
の
書
記
者
名
で
あ
る
と

判
斷
さ
れ
る
︒
な
お
縣
發
信
文
書
で
は
︑
書
佐
が
書
記
者
で
あ
る
例
は
み
え
な

い
︒
こ
れ
に
對
し
︑
太
守
府
か
ら
の
文
書
で
は
︑﹃
貳
﹄
五
七
六
の
よ
う
に
書
佐

が
書
記
官
と
し
て
み
え
る
た
め
︑
本
簡
は
太
守
府
か
ら
の
下
行
文
書
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

二
〇
九
簡
︵②

:
6
0
︶
20.7
×
3.5cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

辤
曹
史
輔
(１
)叩
頭
死
罪
白
(２
)都
部
(３
)定
以
今
月
十
四
日
食
時
(４
)東
之
攸

＝
＝
便
(５
)入
陰
〼
(６
)

道
酃
(７
)之
連
道
(８
)
樫
人
(９
)解
草
未
平
(

)奏
曹
掾
何
宣
(

)便
宜
自
寫
解

10

11

＝
＝
文
□
〼

Ｂ
面
：

力
□
□
有
□
□
□
白
⁝
⁝
(

)
12

⁝
⁝
(

)
13

︻
訓
讀
︼

辤
曹
史
の
輔
︑
叩
頭
死
罪
し
て
白
す
︒
都
部
定
め
て
今
月
十
四
日
食
時
を
以
て
︑

東
の
か
た
攸
・
便
に
之
き
︑
入
陰
⁝
⁝
酃
道
り
連
道
に
之
く
︒
樫
人
の
解
草
未
だ

平
せ
ず
︑
奏
曹
掾
の
何
宣
︑
便
宜
し
て
自
ら
解
文
を
寫
し
□
⁝
⁝
︵
Ａ
面
︶
力
□

□
有
□
□
□
白
⁝
⁝
︵
Ｂ
面
︶

︻
現
代
語
譯
︼

辤
曹
史
の
輔
が
叩
頭
死
罪
し
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
都
部
は
今
月
十
四
日
の
食
時

に
︑
東
の
方
面
の
攸
・
便
に
向
か
う
こ
と
を
決
め
て
お
り
︑
入
陰
⁝
⁝
酃
を
經
由

し
て
連
道
に
行
き
ま
す
︒
樫
人
の
解
文
の
草
稿
は
平
し
て
お
ら
ず
︑
奏
曹
掾
の
何

宣
が
便
宜
的
處
置
と
し
て
自
ら
解
文
を
書
き
寫
し
□
⁝
⁝
︵
Ａ
面
︶
力
□
□
有
□

□
□
白
⁝
⁝
︵
Ｂ
面
︶

︻
注
︼

(１
)
辤
曹
史
輔
：﹁
辤
﹂
は
︑﹁
辭
﹂
に
同
じ
︒
一
簡
︻
注
︼
(４
)參
照
︒﹁
辭
曹
﹂

は
諸
曹
の
一
つ
で
︑
訴
訟
を
擔
當
し
た
︒﹁
辭
曹
︑
主
辭
訟
事
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄

百
官
志
一
・
太
尉
︶
︒
五
一
廣
場
簡
に
は
︑
辭
曹
の
史
に
よ
る
﹁
叩
頭
死
罪

白
﹂
文
書
︵﹃
貳
﹄
四
八
二
︶
や
︑
辭
曹
の
史
が
白
者
と
な
る
君
敎
文
書

︵﹃
選
釋
﹄
四
五
︵③

:325-1-103︶︑﹃
選
釋
﹄
四
六
︵③

325-2-9︶︑﹃
選
釋
﹄
四

七
︵③

:325-5-21︶︶
が
あ
る
が
︑
辭
曹
史
の
﹁
輔
﹂
は
他
に
確
認
で
き
な

い
︒

(２
)叩
頭
死
罪
白
：
上
行
文
書
の
發
信
に
用
い
ら
れ
る
文
言
︒﹁
叩
頭
死
罪
﹂
は
︑

書
簡
や
上
行
文
書
で
用
い
ら
れ
る
謙
讓
表
現
︒
一
簡
︻
注
︼
(９
)
參
照
︒

﹁
白
﹂
は
︑
申
し
上
げ
る
︒
三
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒﹇
飯
田
二
〇
二
二
﹈
參

照
︒

(３
)
都
部
：
長
沙
郡
の
﹁
都
部
﹂
の
管
轄
範
圍
を
指
す
か
︒
﹁
■
鞫
︒
雄
・
俊
・

循
・
竟
・
趙
︑
大
男
︑
皆
坐
︒
雄
賊
曹
掾
︑
俊
・
循
史
︑
竟
驂
駕
︑
趙
驛
曹

史
︒
驛
卒
李
崇
當
爲
屈
甫
證
︑
二
年
十
二
月
廿
一
日
︑
被
府
都
部
書
逐
召

崇
︑
不
得
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
九
二
︶
︑﹁
從
掾
位
宗
叩
頭
死
罪
白
︒
直
都
部
︑
得
治

所
記
︑
考
案
獄
掾
區
宏
事
﹂
︵﹃
柒
﹄
四
九
八
七
＋
五
六
三
八
＋
五
六
三
三
＋
三

〇
九
九
︶
︒﹁
都
部
督
郵
﹂
が
確
認
で
き
︵﹁
民
詣
都
部
督
郵
掾
自
言
︑
辤
如
牒
﹂

﹃
選
釋
﹄
四
五
︵③

:325-1-103︶︶
︑
都
亭
を
管
轄
範
圍
内
に
持
つ
︒﹁
後
可
十

餘
日
︑
姜
詣
都
部
自
言
︑
𣪠
益
・
息
都
亭
︑
後
徙
關
司
空
︑
可
十
三
日
所
﹂

一
二
八
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︵﹃
選
釋
﹄
九
五
︵③

:325-1-19︶︶
︒
督
郵
の
部
に
は
﹁
中
部
﹂
も
あ
る
︵
一
一

四
＋
一
〇
五
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︶
が
︑
關
係
は
不
明
で
あ
る
︒

(４
)
食
時
：﹁
時
刻
の
名
稱
の
一
つ
︒
午
前
十
時
半
頃
︒﹃
日
食
時
﹄
に
同
じ
﹂

︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
〼
⁝
⁝
日
食
時
□
□
〼
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
九
六
九
︶
︒

(５
)
攸
・
便
：
と
も
に
縣
名
︒
攸
縣
は
長
沙
郡
所
屬
︒﹁
長
沙
郡
︒
︵
略
︶
攸
﹂

︵﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志
四
・
荊
州
︶
︒
便
縣
は
桂
陽
郡
所
屬
︒﹁
桂
陽
郡
︒
︵
略
︶

便
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志
四
・
荊
州
︶
︒
桂
陽
郡
は
長
沙
郡
の
南
隣
の
郡
で
あ

る
︒

(６
)
陰
〼
：﹁
陰
山
﹂
か
︒
桂
陽
郡
に
陰
山
縣
が
あ
る
︒﹁
桂
陽
郡
︒
︵
略
︶
陰

山
﹂︒﹇
周
海
鋒
二
〇
一
八
﹈
參
照
︒

(７
)
酃
：
縣
名
︒
長
沙
郡
所
屬
︒﹁
長
沙
郡
︒
︵
略
︶
酃
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
郡
國
志
四
・

荊
州
︶
︒

(８
)連
道
：
縣
名
︒
長
沙
郡
所
屬
︒
二
〇
一
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

(９
)
樫
人
：
人
名
か
︒

(

)解
草
未
平
：
申
し
開
き
の
文
章
の
草
稿
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
意

10

か
︒﹁
〼
史
鄷
兼
史
錯
賢
白
草

平
〼
﹂
︵﹃
柒
﹄
二
七
一
七
︶
︒﹁
解
﹂
は
︑
説

明
︒
も
う
し
ひ
ら
き
︒
一
六
簡
︻
注
︼
(２
)
參
照
︒﹁
草
﹂
は
︑
草
稿
︒
下

書
き
︒
六
一
簡
︻
注
︼
(２
)
參
照
︒﹁
平
﹂
は
︑
不
明
︒
西
北
漢
簡
に
は

﹁
草
を
定
め
る
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
︒﹁
告
主
官
掾
︑
更
定
此
草
︑
急
言

府
︒
卽
日
鉼
庭
𨼾
﹂
︵
居
延
漢
簡

E
P
T
17:5︶
︒﹃
居
延
新
簡
集
釋
﹄
は
﹁
更
定

此
草
﹂
を
文
書
の
草
稿
の
修
正
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
か
と
す
る
︒
こ
の

﹁
平
﹂
は
﹁
定
﹂
の
言
い
換
え
か
︒﹇
周
海
鋒
二
〇
一
八
﹈
は
﹁
平
︑
成
也
﹂

︵﹃
爾
雅
﹄
釋
詁
︶
に
基
づ
き
︑﹁
完
成
﹂
と
解
釋
す
る
︒
一
方
︑
君
敎
木
牘
に

は
﹁
解
平
﹂
の
例
が
確
認
で
き
る
︒﹁
前
却
北
部
賊
捕
掾
綏
等
︑
考
實
男
子

由
蒼
傷
由
追
狀
︒
今
綏
等
書
言
︒
解
如
牒
︒
守
丞
護
・
掾
浩
︑
議
︒
如
綏

等
︒
解
平
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
五
〇
九
︶
︒
こ
れ
は
﹁
解
﹂
を
評
價
し
た
結
果
︑﹁
平
﹂

と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
な
お
︑﹁
平
﹂
以
外
の
評
價
が
下
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
︒﹁
守
丞
護
・
掾
普
︑
議
︒
解
散
略
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
二
九
＋
四
三

〇
︶
︒﹁
平
﹂
に
關
し
て
は
︑
一
三
八
簡
︻
注
︼
(５
)
も
參
照
︒
た
だ
し
︑
本

簡
に
お
け
る
﹁
草
﹂
の
段
階
に
關
す
る
動
詞
﹁
平
﹂
は
︑
評
價
と
は
關
聯
し

な
い
と
理
解
し
た
︒

(

)奏
曹
掾
何
宣
：﹁
奏
曹
﹂
は
諸
曹
の
一
つ
で
︑
奏
議
を
擔
當
し
た
︒
﹁
奏
曹
︑

11

主
奏
議
事
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
一
・
太
尉
︶
︒
五
一
廣
場
簡
で
は
﹁
奏
曹
﹂

﹁
何
宣
﹂
と
も
他
に
確
認
で
き
な
い
︒

(

)
□
□
□
白
⁝
⁝
：
整
理
者
は
﹁
□
□
白
﹂
と
す
る
が
︑
﹁
白
﹂
の
下
方
に
も

12

墨
跡
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
圖
版
を
確
認
す
る
限
り
︑﹁
有
﹂
と

﹁
白
﹂
の
閒
に
は
三
文
字
分
あ
る
︒

(

)⁝
⁝
：
整
理
者
は
背
面
第
二
行
を
釋
讀
し
て
い
な
い
が
︑
墨
跡
が
確
認
で
き

13

る
︒

︻
所
見
︼

簡
の
下
部
が
折
れ
︑
背
面
に
は
燒
け
焦
げ
た
よ
う
な
痕
跡
が
あ
る
︒
大
き
さ
は

木
兩
行
簡
と
大
差
な
く
︑
二
行
書
き
す
る
︒
整
理
者
は
︑
編
綴
簡
で
あ
る
と
想
定

し
て
か
︑
正
面
一
行
目
﹁
都
﹂
と
﹁
東
﹂︑
二
行
目
﹁
草
﹂
と
﹁
宜
﹂
の
下
に
空

格
を
入
れ
て
い
た
が
︑
圖
版
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
︒
五
一
廣
場
簡
の
﹁
叩
頭
死

罪
白
﹂
文
書
は
單
獨
簡
で
あ
り
︑
冒
頭
に
は
年
月
日
が
な
く
︑﹁
叩
頭
死
罪
白
﹂

か
ら
は
じ
ま
り
︑
末
尾
を
﹁
某
月
某
日
﹂﹁
白
﹂
で
結
ぶ
﹇
飯
田
二
〇
二
二
﹈︒
本

簡
は
背
面
末
尾
を
確
認
で
き
な
い
も
の
の
︑
正
面
の
特
徵
は
こ
れ
と
一
致
す
る
こ

と
か
ら
︑﹁
叩
頭
死
罪
白
﹂
文
書
と
み
な
せ
る
︒

二
一
一
簡
︵②

:
6
1
-
2
︶
24.2
×
0.9cm

木
質

︻
釋
文
︼

□永
初
五
年
□
(１
)⁝
⁝
亥
起
□

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
二
九
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︻
注
︼

(１
)永
初
五
年
□
：
圖
版
か
ら
判
讀
で
き
る
の
は
﹁
初
五
年
﹂
の
み
で
あ
る
︒
整

理
者
は
﹁
⁝
⁝
□永
初
五
年
﹂
と
し
て
︑﹁
永
﹂
の
上
方
に
も
文
字
が
あ
っ
た

と
推
測
す
る
が
︑
圖
版
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
︒﹁
初
五
年
﹂
は
確
實
で
あ

る
の
で
︑﹁
永
初
五
年
﹂
と
い
う
推
測
は
妥
當
で
あ
る
︒
年
の
下
に
は
橫
畫

が
確
認
で
き
︑
某
月
を
記
載
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑﹁
六
﹂﹁
七
﹂﹁
十
﹂

等
で
あ
ろ
う
︒﹁
永
初
五
年
﹂
は
安
帝
の
治
世
で
︑
一
一
一
年
︒

︻
所
見
︼

元
號
・
年
・
干
支
日
附
・﹁
起
﹂
の
情
報
が
確
認
で
き
る
︒
文
書
發
信
遞
送
の

日
附
・
地
點
な
ど
の
情
報
で
あ
ろ
う
︒
同
樣
の
文
言
は
︑
合
檄
の
斷
片
︵﹃
壹
﹄

一
二
四
等
︶
︑
封
泥
匣
が
あ
り
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
も
の
︵﹁
永
初
五
年
七

月
廿
三
日
己
巳
起
﹂﹃
壹
﹄
六
七
︑
15.7
×

7.4cm
等
︶
︑
封
泥
匣
が
な
く
二
三
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
強
の
木
牘
︵﹁
永
初
五
年
八
月
十
六
日
壬
辰
起
鄕
﹂﹃
壹
﹄
一
四
八
︑
24.7
×

6.0cm
等
︶
に
確
認
で
き
る
︒
本
簡
の
特
徵
は
︑
封
泥
匣
の
な
い
木
牘
と
一
致
し
︑

完
形
で
あ
れ
ば
﹃
壹
﹄
一
四
八
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒
九
簡

︻
所
見
︼︑
お
よ
び
一
四
八
簡
參
照
︒

二
一
七
簡
︵②

:
6
2
-
1
︶
17.1
×
8.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

臨

Z

⁝
⁝
(１
)

︻
注
︼

(１
)⁝
⁝
：
整
理
者
は
釋
讀
せ
ず
︑
按
語
で
﹁
臨
﹂
以
外
の
文
字
は
摩
滅
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
︒
し
か
し
圖
版
か
ら
は
︑﹁
臨
﹂
の
左
側
に
墨
跡
が
一
行
分

み
え
る
︒

︻
所
見
︼

封
檢
︒
形
狀
・
記
載
は
﹃
壹
﹄
五
と
共
通
す
る
︒
五
簡
參
照
︒

二
二
〇
簡
︵②

:
6
8
︶
14.0
×
4.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

潙
鄕
(１
)張
需
自
言
(２
)府

Ｂ
面
：

記
(３
)下
在
此
中

︻
訓
讀
︼

潙
鄕
の
張
需
︑
自
言
す
︒
府
︵
Ａ
面
︶
の
記
︑
下
る
︒
此
の
中
に
在
り
︵
Ｂ
面
︶
︒

︻
現
代
語
譯
︼

潙
鄕
の
張
需
が
申
し
立
て
た
︒
太
守
府
︵
Ａ
面
︶
の
記
が
下
達
さ
れ
た
︒
こ
の
な

か
に
あ
る
︵
Ｂ
面
︶
︒

︻
注
︼

(１
)
潙
鄕
：
臨
湘
縣
所
屬
の
鄕
名
︒
二
八
簡
︻
注
︼
(１
)
參
照
︒

(２
)自
言
：
口
頭
で
申
し
立
て
る
︒
申
請
す
る
︒
五
四
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

(３
)
府
記
：﹁
都
尉
府
︑
太
守
府
か
ら
の
記
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
廷
移
府
記
曰
︑

男
子
石
官
自
言
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
八
一
︶
︑﹁
左
賊
史
式
・
旻
白
︒
府
記
曰
﹂
︵﹃
叁
﹄

九
八
四
︶
︒
臨
湘
縣
に
お
い
て
は
︑
長
沙
太
守
府
か
ら
の
﹁
記
﹂
で
あ
る
︒

﹁
記
﹂
は
︑
官
文
書
の
一
種
︒
五
四
簡
︻
注
︼
(５
)參
照
︒

︻
所
見
︼

兩
面
連
讀
タ
イ
プ
︑﹇
髙
村
二
〇
一
五
﹈
形
狀
分
類
一
一
型
の
楬
で
あ
る
︒
六

簡
︻
所
見
︼
參
照
︒

文
書
が
﹁
此
中
﹂
に
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
案
件
ご
と
に
複
數
の
文
書
を
容
器
に

入
れ
て
管
理
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
︒

一
三
〇
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二
二
一
簡
︵②

:
1
1
8
-
1
︶
11.7
×
1.8cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

男
子
烝
宮
言
駟
朢
亭
(１
)

Ｂ
面
：

亭
周
舊
本
事
(２
)

︻
注
︼

(１
)駟
朢
亭
：
臨
湘
縣
の
亭
名
︒
一
二
五
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

(２
)本
事
：
事
案
の
經
緯
︒
六
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

︻
所
見
︼

[髙
村
二
〇
一
五
﹈
形
狀
分
類
一
一
型
の
楬
で
あ
る
︒
六
簡
︻
所
見
︼
參
照
︒

中
央
で
木
目
に
沿
っ
て
縱
に
割
れ
て
い
る
︒

[楊
小
亮
二
〇
二
二
﹈
七
五
頁
例
一
六
〇
は
︑
本
簡
を
未
公
開
の

F
325-6-5

と
綴
合
し
︑﹁
男
子
烝
宮
言
駟
朢
／
亭
周
舊
本
事
︵
Ａ
︶
男
子
烝
宮
言
駟
朢
亭
／

周
舊
本
事
︵
Ｂ
︶﹂
と
し
て
お
り
︑
二
行
書
き
で
兩
面
同
文
タ
イ
プ
の
よ
う
で
あ

る
︒

二
二
二
簡
︵②

:
1
1
8
-
2
︶
8.9
×
1.7cm

木
質

︻
釋
文
︼

□
□
承
負
(１
)□
(２
)□
〼

︻
注
︼

(１
)承
負
：﹃
太
平
經
﹄
で
は
︑﹁
後
の
世
代
の
人
が
前
の
世
代
の
人
の
犯
し
た
罪

を
﹃
承
﹄
け
︑
前
の
世
代
の
人
が
後
の
世
代
の
人
に
災
禍
を
﹃
負
﹄
わ
せ

て
︑
時
代
︵
世
代
︶
の
前
後
を
通
じ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
傳
え
ら
れ
て
い
く
罪
責

の
連
鎖
﹂
︵﹇
神
塚
一
九
九
九
﹈︶
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑﹇
邢
義
田
二
〇
一
一
﹈

參
照
︒﹁
凡
人
之
行
︑
或
有
力
行
善
︑
反
常
得
惡
︑
或
有
力
行
惡
︑
反
得
善
︒

︵
略
︶
力
行
善
反
得
惡
者
︑
是
承
負
先
人
之
過
︑
流
災
前
後
積
來
害
此
人
也
︒

其
行
惡
反
得
善
者
︑
是
先
人
深
有
積
畜
大
功
︑
來
流
及
此
人
也
﹂
︵﹃
太
平

經
﹄
乙
部
・
解
承
負
訣
︶
︒
本
簡
の
語
義
と
關
聯
す
る
か
は
不
明
︒

(２
)□
：
圖
版
に
よ
れ
ば
︑
言
偏
の
よ
う
で
あ
る
︒

︻
所
見
︼

整
理
者
は
兩
行
簡
と
す
る
が
︑
現
存
部
分
は
一
行
書
き
で
あ
る
︒

二
二
六
＋
四
九
九
簡
︵②

:
1
2
0
＋③

:
2
4
9
-
2
︶

＊
二
二
六
＝
﹃
選
釋
﹄
一
七

二
二
六
10.3
×
3.0cm
︑
四
九
九

14.1
×
3.0cm

木
質

︻
釋
文
︼

汝
偶
(１
)賣
之
讎
(２
)者
自
相
報
貴
可
(３
)

語
絶
別
歸
(４
)
報
告
充
充
墨
無
言

＝
＝
(５
)

後
不
處
(６
)日
高
復
守
責
(７
)充

充
謝
高
後
數
日
來
取
之
高

別
歸
充
復
令
貴
之
統
内
(
８
)問
摩

＝
＝

讎
未
貴
謂
充
曰
統
一
日

︻
訓
讀
︼

﹁
⁝
⁝
汝
偶
は
之
を
賣
り
︑
讎
す
れ
ば
自
ず
か
ら
相
い
報
ぜ
よ
﹂
と
︒
貴
︑
可
と

す
︒
語
︑
絶
え
︑
別
に
歸
り
︑
充
に
報
じ
告
ぐ
︒
充
︑
墨
︵
だ
ま
︶
り
て
言
う
無

し
︒
後
の
不
處
日
︑
高
︑
復
た
充
に
守
責
す
︒
充
︑
高
に
謝
し
︑﹁
後
數
日
︑
來

り
て
こ
れ
を
取
ら
ん
﹂
と
︒
高
︑
別
に
歸
る
︒
充
︑
復
た
貴
を
し
て
統
の
内
に
之

か
し
め
︑
摩
に
讎
す
る
や
未
だ
し
や
を
問
う
︒
貴
︑
充
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
統
︑

一
日
⁝
⁝
﹂

︻
現
代
語
譯
︼

﹁
⁝
⁝
お
ま
え
た
ち
は
こ
れ
を
賣
り
出
し
︑
賣
れ
た
ら
自
分
か
ら
知
ら
せ
る
よ
う

に
﹂
と
︒
貴
は
よ
い
と
し
ま
し
た
︒
話
が
や
み
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
歸
り
︑
充
に
知
ら

せ
告
げ
ま
し
た
︒
充
は
沈
默
し
何
も
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
後
の
某
日
に
︑

高
は
ま
た
充
に
請
求
し
ま
し
た
︒
充
は
高
に
謝
り
︑﹁
數
日
後
に
來
て
受
け
取
っ

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
三
一
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て
く
だ
さ
い
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒
高
は
一
人
で
歸
り
ま
し
た
︒
充
は
ま
た
貴
を
統

の
内
に
行
か
せ
︑
摩
に
賣
れ
た
か
否
か
を
た
ず
ね
ま
し
た
︒
貴
は
充
に
﹁
統
は
一

日
⁝
⁝
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒

︻
注
︼

(１
)
汝
偶
：
あ
な
た
が
た
︒
お
ま
え
た
ち
︒﹁
汝
曹
﹂﹁
女
曹
﹂
と
同
義
で
あ
ろ

う
︒﹁
︵
馬
︶
援
前
在
交
阯
︑
還
書
誡
之
曰
︑
吾
欲
汝
曹
聞
人
過
失
︑
如
聞
父

母
之
名
︑
耳
可
得
聞
︑
口
不
可
得
言
也
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
馬
援
列
傳
︶
︑﹁
央
曰
︑

我
不
與
女
曹
﹂
︵﹃
捌
﹄
三
二
〇
五
︶
︒﹁
曹
﹂
も
﹁
偶
﹂
も
︑
と
も
が
ら
︑
な

か
ま
の
こ
と
を
言
い
︑﹃
史
記
﹄
に
は
﹁
曹
偶
﹂
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
︒

﹁
︵
黥
︶
布
皆
與
其
徒
長
豪
桀
交
通
︑
迺
率
其
曹
偶
︵
索
隱
︒
曹
︑
輩
也
︒
偶
︑

類
也
︒
謂
徒
輩
之
類
︶
︑
亡
之
江
中
爲
群
盜
﹂
︵﹃
史
記
﹄
黥
布
列
傳
︶
︒

(２
)
讎
：﹁
售
﹂
に
通
じ
︑
決
濟
が
完
了
す
る
こ
と
︒
ま
た
︑
決
濟
分
の
金
錢
︑

賣
上
げ
金
を
指
す
︒﹁
高
祖
每
酤
留
飮
︑
酒
讎
數
倍
︵
集
解
︒
如
淳
曰
︑
讎
亦

售
︒
索
隱
︒
樂
彦
云
︑
借
讎
爲
售
︑
蓋
古
字
少
︑
假
借
耳
︶
﹂
︵﹃
史
記
﹄
高
祖
本

紀
︶
︒
商
品
が
賣
れ
る
こ
と
を
意
味
し
︑
賣
り
に
行
く
行
爲
を
指
す
﹁
賣
﹂

と
は
區
別
さ
れ
る
︒﹁
元
興
元
年
十
一
月
不
處
日
︑
世
令
柱
持
羊
一
級
之
市

賣
︑
不
讎
︑
柱
掔
羊
還
道
﹂
︵﹃
選
釋
﹄
一
〇
五
︵③

:325-1-35︶︶
︒
居
延
漢
簡

に
は
﹁
賣
讎
﹂
が
あ
り
︑
賣
上
げ
金
を
意
味
す
る
︒﹁
頭
六
十
︒
肺
六
十
︒

胃
百
枼
百
錢
︒
寬
卅
︒
二
百
︒
肝
五
十
︒
迹
廿
︒
頸
十
錢
︒
心
卅
斤
︒
奄
將

十
︒
腸
益
卌
︒
乳
廿
︒
舌
廿
︒
卑
十
︒
□
十
︒
賣
讎
直
六
百
七
十
︒
●
凡
四

百
五
十
﹂
︵
居
延
漢
簡
286.19B
︶
︒

(３
)可
：
許
す
︒
よ
ろ
し
い
︒
五
一
廣
場
簡
で
は
︑
會
話
や
そ
れ
に
基
づ
く
文
章

の
な
か
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
︒
一
四
三
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

(４
)
別
歸
：
そ
れ
ぞ
れ
に
歸
還
す
る
︒﹁
父
恭
・
弟
寬
信
與
家
屬
徙
合
浦
︑
母
別

歸
故
郡
鉅
鹿
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
佞
幸
傳
・
董
賢
︶
︑﹁
墨
不
應
︑
各
別
歸
︒
到
廿
二
日

昏
時
︑
滿
復
與
﹂
︵﹃
叁
﹄
九
七
一
︶
︒

(５
)
墨
無
言
：
沈
默
し
物
を
言
わ
な
い
︒
返
事
し
な
い
︒﹁
墨
﹂
は
﹁
默
﹂
の
通

假
で
あ
ろ
う
︒﹁
孔
靜
幽
墨
︵
集
解
︒
王
逸
曰
︑
孔
︑
甚
也
︒
墨
︑
無
聲
也
︶
﹂

︵﹃
史
記
﹄
屈
原
列
傳
﹁
懷
沙
賦
﹂︶
︒﹁
士
茲
多
口
︑
爲
人
所
陷
︑
蓋
亦
其
宜
︒

好
進
故
自
明
︑
憎
退
故
自
陳
︒
吾
無
好
憎
︑
故
默
無
言
﹂
︵﹃
論
衡
﹄
自
紀
︶
︑

﹁
其
日
暮
︑
演
還
歸
︑
姜
以
幼
持
雞
狀
報
語
演
︑
演
墨
無
言
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
七

一
︶
︒

(６
)
不
處
：﹁
不
明
﹂﹁
不
詳
﹂﹁
某
﹂
の
意
味
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(７
)

參
照
︒

(７
)
守
責
：
請
求
す
る
︒﹁
守
﹂
は
︑
求
め
る
︒﹁
融
於
是
日
往
守
萌
︵
李
賢
注
︒

守
猶
求
也
︶
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
竇
融
列
傳
︶
︒﹁
責
﹂
も
︑
求
め
る
︒
請
求
す
る
︒

四
九
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(８
)
内
：
部
屋
の
こ
と
か
︒﹁
内
﹂
に
は
﹁
部
屋
﹂
の
意
味
が
あ
る
︵﹃
漢
簡
語

彙
﹄︶
︒

︻
所
見
︼

高
・
貴
・
充
・
統
・
摩
は
人
名
と
解
し
た
︒
債
務
の
返
濟
に
關
わ
る
ト
ラ
ブ
ル

か
︒

二
二
七
簡
︵②

:
1
2
1
︶
23.2
×
3.2cm

木
質

︻
釋
文
︼

後
傅
數
數
(１
)責
(２
)守
守
曰
但
(３
)知
勿

憂
到
今
年
三
月
九
日
傅
復
之
守

＝
＝

舍
(４
)責
守
守
曰
今
無
見
(５
)
方
假
貸
(６
)

暮
來
取
之
傅
歸
舍
其
日
暮
傅

之
守
舍
守
念
無
錢
與
傅
意
欲
(７
)

＝
＝

殺
之
卽
佁
(８
)謂
傅
曰
若
且
留

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
後
︑
傅
︑
數
數
守
を
責
む
︒
守
曰
く
︑﹁
但
だ
知
れ
り
︒
憂
う
勿
か
れ
﹂
と
︒

今
年
三
月
九
日
に
到
り
︑
傅
︑
復
た
守
の
舍
に
之
き
守
を
責
む
︒
守
曰
く
︑﹁
今

一
三
二
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見
無
し
︒
方
に
假
貸
せ
ん
と
す
︒
暮
れ
に
來
た
り
て
之
を
取
れ
﹂
と
︒
傅
︑
舍
よ

り
歸
る
︒
其
の
日
の
暮
れ
︑
傅
︑
守
の
舍
に
之
く
︒
守
は
錢
の
傅
に
與
う
る
無
き

を
念
い
︑
之
を
殺
さ
ん
こ
と
を
意
欲
す
れ
ば
︑
卽
ち
佁
︵
あ
ざ
む
︶
き
て
傅
に
謂

い
て
曰
く
︑﹁
若
且
留
⁝
⁝
﹂

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
後
︑
傅
は
し
ば
し
ば
守
に
請
求
し
ま
し
た
︒
守
は
︑﹁
わ
か
っ
て
い
る
と
も
︒

心
配
す
る
な
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒
今
年
三
月
九
日
に
な
っ
て
︑
傅
は
ま
た
守
の
舍

に
行
き
守
に
請
求
し
ま
し
た
︒
守
は
︑﹁
今
は
金
錢
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
︒

ち
ょ
う
ど
借
り
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒
暮
れ
に
來
て
受
け
取
れ
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒

傅
は
舍
か
ら
歸
り
ま
し
た
︒
其
の
日
の
暮
れ
に
︑
傅
は
守
の
舍
に
行
き
ま
し
た
︒

守
は
傅
に
渡
す
錢
が
な
い
こ
と
を
思
い
︑
傅
を
殺
害
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
︑
欺

い
て
傅
に
﹁
若
且
留
⁝
⁝
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)
數
數
：﹁
數
﹂
は
︑﹁
し
ば
し
ば
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹇
周
海
鋒
二
〇
一
八
﹈

は
︑﹁
數
﹂
の
う
ち
の
一
字
は
衍
字
で
あ
る
と
い
う
︒

(２
)責
：
求
め
る
︒
請
求
す
る
︒
四
九
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(３
)但
：﹁
助
字
︒
強
調
を
示
す
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒

(４
)舍
：
住
居
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

(５
)
無
見
：
こ
こ
で
は
金
錢
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
こ
と
を
い
う
︒﹁
見
﹂
は
︑

現
に
あ
る
︒
一
二
〇
簡
︻
注
︼
(７
)
參
照
︒﹁
〼
□
器
所
得
□
家
中
見
錢
﹂

︵﹃
柒
﹄
二
七
八
〇
︶
︒

(６
)假
貸
：
借
り
る
︒﹁
家
貧
︑
假
貸
無
所
得
﹂
︵﹃
史
記
﹄
主
父
偃
列
傳
︶
︒

(７
)
意
欲
：
し
よ
う
と
思
う
︒﹁
寵
謂
守
奴
曰
︑
︵
略
︶
解
我
縛
︑
當
以
女
珠
妻

汝
︑
家
中
財
物
皆
與
若
︒
小
奴
意
欲
解
之
︑
視
戸
外
︑
見
子
密
聽
其
語
︑
遂

不
敢
解
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
彭
寵
列
傳
︶
︒

(８
)
佁
：
欺
く
︒﹇
周
海
鋒
二
〇
一
八
﹈
は
﹁
紿
﹂
に
讀
み
替
え
る
︒
こ
れ
に
從

う
︒﹁
時
演
不
在
︒
幼
與
姜
相
見
︒
幼
佁
謂
姜
曰
︑
我
伍
長
杜
幼
屬
︒
持
此

雞
朢
督
︒
督
令
我
持
來
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
七
一
︶
︑﹁
孝
偖
母
元
・
妻
仁
問
孝
偖
︑

何
所
得
此
錢
衣
︒
孝
偖
佁
曰
︑
我
與
叔
異
俱
治
病
︑
得
之
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
二
五

七
︶
︒

二
二
八
簡
︵②

:
1
2
2
︶

＊
﹃
選
釋
﹄
一
八

23.1
×
3.2cm

木
質

︻
釋
文
︼

祖
及
建
妻
女
等
俱
歸
於
西
北
山
中
殺

羊
禱
祠
(１
)事
已
復
亡
尚
(２
)等
不

＝
＝

爲
收
捕
(３
)又
建
(４
)二
男
子
殺
根
截
取

左
肩
上
肉
長
廣
各
三
寸
深
至
骨
部

吏
(５
)皆
匿
不
言
(６
)書
到
(
７
)趣
(８
)

＝
＝
逐
捕
(９
)

必
得
亟
(

)考
實
(

)
幷
處
絶
不
言
(

)二
男
子

10

11

12

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
祖
及
び
建
の
妻
の
女
等
︑
俱
に
西
北
山
中
に
歸
り
︑
羊
を
殺
し
て
禱
祠
す
︒

事
已
み
て
復
た
亡
ぐ
︒
尚
等
は
收
捕
を
爲
さ
ず
︒
又
・
建
・
二
男
子
は
根
を
殺

し
︑
左
肩
上
の
肉
を
截
ち
取
る
こ
と
長
廣
各
三
寸
︑
深
さ
骨
に
至
る
︒
部
吏
︑
皆

な
匿
し
て
言
わ
ず
︒
書
到
ら
ば
︑
趣
し
て
逐
捕
し
必
ず
得
︑
亟
に
考
實
し
︑
幷
び

に
絶
や
し
て
言
わ
ざ
る
を
處
︵
つ
ま
び
︶
ら
か
に
せ
よ
︒
二
男
子
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
祖
お
よ
び
建
の
妻
で
あ
る
女
等
は
︑
と
も
に
西
北
山
中
に
歸
り
︑
羊
を
殺
し

て
祈
り
祭
っ
た
︒
事
が
お
わ
る
と
ま
た
逃
亡
し
た
︒
尚
等
は
捕
ら
え
な
か
っ
た
︒

又
・
建
と
二
男
子
が
根
を
殺
害
し
て
︑
左
肩
上
の
肉
を
縱
橫
そ
れ
ぞ
れ
三
寸
切
り

取
り
︑
深
さ
は
骨
に
達
し
た
︒
部
吏
は
み
な
隱
匿
し
て
報
告
し
な
か
っ
た
︒
こ
の

文
書
が
到
着
し
た
な
ら
ば
︑
う
な
が
し
て
逐
捕
し
必
ず
確
保
し
︑
す
み
や
か
に
調

査
し
︑
合
わ
せ
て
隱
匿
し
て
報
告
し
な
か
っ
た
件
を
審
ら
か
に
せ
よ
︒
二
男
子

⁝
⁝

︻
注
︼

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
三
三

221



(１
)禱
祠
：
祈
り
祭
る
︒﹁
五
行
傳
曰
︑
簡
宗
廟
︑
不
禱
祠
︑
廢
祭
祀
︑
逆
天
時
︑

則
水
不
潤
下
﹂
︵﹃
續
漢
書
﹄
五
行
志
三
︶
︒

(２
)
尚
：
人
名
︒﹇
李
均
明
二
〇
一
九
﹈
は
︑
東
部
游
徼
の
尚
︵﹃
壹
﹄
二
三
〇
︶

で
は
な
い
か
と
い
う
︒﹁
游
徼
﹂
は
︑
盜
賊
の
取
り
締
ま
り
を
職
務
と
す
る

吏
︵
一
二
八
簡
︻
注
︼
(１
)
參
照
︶
で
あ
る
の
で
︑
逃
亡
者
を
捕
獲
し
な
か
っ

た
こ
と
を
問
題
視
さ
れ
る
對
象
と
し
て
妥
當
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
叁
﹄
一
一

九
三
︑﹃
陸
﹄
二
四
四
二
に
は
﹁
游
徼
毛
尚
﹂
が
み
え
る
︒

(３
)收
捕
：
罪
人
な
ど
を
捕
ら
え
る
︒﹁
其
牧
守
令
長
坐
界
内
盜
賊
而
不
收
捕
者
︑

又
以
畏
愞
捐
城
委
守
者
︑
皆
不
以
爲
負
︑
但
取
獲
賊
多
少
爲
殿
最
︑
唯
蔽
匿

者
乃
罪
之
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
光
武
帝
紀
下
・
建
武
十
六
年
︶
︑﹁
五
月
不
處
日
︑
种

於
長
賴
鄕
︑
收
捕
得
汎
︑
械
毄
毆
擊
百
餘
下
︑
考
問
汎
﹂
︵﹃
叁
﹄
八
九
一
︶
︒

(４
)
又
・
建
：
と
も
に
人
名
と
解
し
た
︒︻
所
見
︼
引
用
の
﹃
壹
﹄
二
九
七
に
︑

﹁
又
﹂﹁
根
﹂
が
み
え
る
︒

(５
)
部
吏
：﹁
部
に
所
屬
す
る
吏
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
西
北
漢
簡
で
は
﹁
候
官
が
統

括
す
る
︑
五
～
十
の
燧
か
ら
な
る
組
織
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
で
あ
る
﹁
部
﹂
に

所
屬
す
る
吏
と
し
て
﹁
部
吏
﹂
は
み
え
る
が
︑﹁
部
﹂
は
︑﹁
管
轄
す
る
︒
管

轄
す
る
區
域
﹂
︵
四
簡
︻
注
︼
(

)
參
照
︶
で
あ
り
︑
候
官
の
﹁
部
﹂
に
限
定

10

さ
れ
な
い
︒
文
獻
史
料
に
は
︑
治
安
や
訴
訟
等
に
關
わ
る
﹁
部
吏
﹂
が
み
ら

れ
︑
彼
ら
は
治
安
等
の
﹁
部
﹂
に
所
屬
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
嘗
爲
部
吏
所

侵
︑
結
客
殺
之
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
祭
遵
列
傳
︶
︑﹁
自
今
彊
盜
爲
上
官
若
它
郡
縣

所
糺
覺
︑
一
發
︑
部
吏
皆
正
法
︵
李
賢
注
︒
部
吏
謂
督
郵
・
游
徼
也
︶
﹂
︵﹃
後
漢

書
﹄
陳
寵
列
傳
・
陳
忠
︶
︑﹁
中
材
以
上
︑
皆
議
曲
直
之
辨
︑
刑
法
之
理
可
︒

鄕
亭
部
吏
︑
足
以
斷
決
︑
使
無
怨
言
﹂
︵﹃
潛
夫
論
﹄
愛
日
︶
︒
五
一
廣
場
簡
に

は
賊
捕
掾
等
に
ひ
き
い
ら
れ
搜
査
に
從
事
す
る
﹁
部
吏
﹂
が
み
ら
れ
︑
文
獻

史
料
の
例
と
共
通
す
る
︒﹁
書
到
︑
摻
將
部
吏
︑
掩
廋
少
文
舍
︑
求
捕
順
﹂

︵﹃
柒
﹄
二
六
七
七
︶
︑﹁
移
書
外
部
掾
憙
・
賊
捕
掾
宮
等
檢
將
部
吏
﹂
︵﹃
柒
﹄
二

六
九
二
︶
︒
陳
寵
列
傳
の
﹁
部
吏
﹂
に
つ
い
て
︑
李
賢
は
督
郵
や
游
徼
を
言

う
と
す
る
が
︑
本
簡
の
﹁
部
吏
﹂
も
︻
注
︼
(２
)の
游
徼
毛
尚
等
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑﹁
吏
を
部
す
﹂
と
解
す
べ
き
例
も
あ
る
︒
八
四
簡
︻
注
︼

(５
)
參
照
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
﹁
皆
匿
不
言
﹂
の
主
語
で
あ
る
た
め
︑

﹁
部
吏
﹂
は
名
詞
と
理
解
し
た
︒

(６
)匿
不
言
：
隱
匿
し
て
報
告
し
な
い
︒﹁
候
長
候
史
直
日
迹
卒
坐
匿
不
言
迹
〼
﹂

︵
居
延
漢
簡

E
P
T
51:411︶
︒﹁
匿
﹂
は
︑﹁
か
く
す
︒
か
く
れ
る
﹂
︵
﹃
漢
簡
語

彙
﹄︶
︒
類
似
す
る
﹁
潛
匿
不
言
﹂
は
文
獻
に
も
み
え
る
︒﹁
孫
堅
於
興
義
之

中
最
有
忠
烈
之
稱
︑
若
得
漢
神
器
而
潛
匿
不
言
︑
此
爲
陰
懷
異
志
︑
豈
所
謂

忠
臣
者
乎
﹂
︵﹃
三
國
志
﹄
呉
書
孫
破
虜
傳
・
裴
松
之
注
︶
︒

(７
)
書
到
：﹁
こ
の
文
書
が
到
着
し
た
な
ら
ば
︒
文
書
の
常
套
句
﹂
︵﹃
漢
簡
語

彙
﹄︶
︒﹁
延
平
元
年
三
月
戊
寅
朔
六
日
癸
未
︑
行
長
沙
大
守
文
書
事
大
守
丞

當
謂
臨
湘
︒
民
自
言
辤
︑
如
牒
︒
卽
如
辤
︒
書
到
︑
爰
書
聽
受
︑
麥
秋
考
實

姦
詐
﹂
︵﹃
貳
﹄
六
七
一
︶
︒

(８
)趣
：
う
な
が
す
︒
催
促
す
る
︒
九
六
簡
︻
注
︼
(１
)參
照
︒

(９
)逐
捕
：
追
跡
し
て
捕
ら
え
る
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(５
)參
照
︒

(

)亟
：
す
み
や
か
に
︒
九
六
簡
︻
注
︼
(２
)
參
照
︒

10(

)考
實
：
調
査
す
る
︒
一
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒

11(

)
處
絶
不
言
：
隱
匿
し
て
報
告
し
な
か
っ
た
件
を
調
査
す
る
︒﹁
處
﹂
は
︑
審

12

ら
か
に
す
る
︒
一
簡
︻
注
︼
(６
)
參
照
︒﹁
絶
不
言
﹂
は
︑
隱
匿
し
て
報
告

し
な
い
︒︻
注
︼
(６
)﹁
匿
不
言
﹂
と
類
似
の
表
現
で
︑
こ
こ
で
は
﹁
匿
不

言
﹂
の
案
件
を
指
す
と
解
し
た
︒
五
一
廣
場
簡
に
は
︑﹁
絶
匿
不
言
﹂
と
い

う
表
現
が
み
え
る
︒﹁
郁
以
盜
賦
受
所
監
臧
皆
二
百
五
十
以
上
︑
絶
匿
不
言
︒

逐
捕
周
︑
不
□得
盜
賊
︒
不
承
用
詔
書
不
敬
︒
數
罪
﹂
︵﹃
貳
﹄
四
五
四
＋
四
六

五
＋
五
四
四
︶
︑﹁
税
官
言
︒
捕
得
蘭
魚
者
張
武
・
李
衆
︑
以
付
都
亭
長
薛
邯
︑

絶
匿
不
言
︑
願
部
吏
考
姦
詐
解
書
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
八
五
六
＋
一
八
七
八
︶
︒
次
の

一
三
四
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﹁
蒙
絶
不
言
﹂
も
類
似
す
る
︒﹁
廷
書
曰
︑
故
賊
捕
掾
殷
宮
等
逐
捕
□賊
傷
鄕
佐

區
輔
賊
李
高
・
張
巷
等
︑
蒙
絶
不
言
︒
何
□
高
・
巷
等
所
犯
無
狀
︑
咎
在
□

□等
不
以
爲
意
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
七
八
三
＋
一
八
五
五
︶
︒﹁
絶
﹂
に
は
︑﹁
止
﹂
︵﹁
子

反
之
爲
人
也
嗜
酒
︑
甘
而
不
能
絕
於
口
︑
以
醉
︵
高
誘
注
︒
絶
︑
止
也
︶﹂﹃
呂
氏
春

秋
﹄
權
勳
︶
や
︑﹁
除
﹂
︵﹁
絶
殷
周
之
衰
也
︵
顏
師
古
注
︒
絶
︑
謂
除
其
惡
政
也
︶﹂

﹃
漢
書
﹄
匡
衡
傳
︶
の
意
が
あ
る
︒
情
報
を
と
ど
め
て
表
に
出
さ
な
い
と
い
う

こ
と
で
︑﹁
匿
﹂
や
﹁
蒙
﹂
︵﹁
お
お
う
︒
つ
つ
む
﹂﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
と
共
通
し

た
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
︒

︻
所
見
︼

｢又
﹂
等
が
﹁
根
﹂
を
殺
害
し
た
と
解
し
た
︒
共
通
す
る
人
名
は
︑﹁
又
・
子
・

斗
・
配
・
酎
・
曾
・
予
・
邯
・
永
・
怗
等
十
三
人
︑
倍
奴
︑
謀
殺
主
︒
三
人
以
上

相
與
功
盜
爲
群
盜
︒
謀
祠
而
誅
詛
共
殺
人
︒
強
盜
臧
百
錢
以
上
︒
根
本
造
計
謀
︒

皆
行
⁝
⁝
﹂
︵﹃
壹
﹄
二
九
七
︶
に
み
え
る
︒
本
簡
は
﹁
禱
祠
﹂
に
關
わ
る
事
件
で

あ
り
︑﹃
壹
﹄
二
九
七
も
﹁
祠
而
誅
詛
﹂
の
事
件
で
あ
る
︒

二
三
〇
簡
︵②

:
1
2
4
︶
23.2
×
3.3cm

木
質

︻
釋
文
︼

Ａ
面
：

永
初
元
年
正
月
癸
酉
朔
廿
日
壬
辰
東

部
勸
農
賊
捕
掾
遷
游
徼
尚
駟

朢
亭
長

＝
＝
范
(１
)叩
頭
死
罪
敢
言
之
(２
)

廷
書
(３
)曰
言
男
子
呉
輔
鬭
傷
(４
)

弟
妻
爢
亡
逐
捕
(５
)有
書
(６
)

輔
以
微

＝
＝
辨
(７
)賊
傷
爢
所
犯
無
(８
)

Ｂ
面
：

東
部
勸
農
賊
捕
掾
黃
遷
名
印

正
月

日

郵
人
以
來

史

白
開

︻
訓
讀
︼

永
初
元
年
正
月
癸
酉
朔
廿
日
壬
辰
︑
東
部
勸
農
賊
捕
掾
の
遷
・
游
徼
の
尚
・
駟
朢

亭
長
の
范
︑
叩
頭
死
罪
し
て
敢
え
て
之
を
言
う
︒
廷
書
に
曰
く
︑
男
子
の
呉
輔
︑

弟
の
妻
の
爢
を
鬭
傷
し
︑
亡
げ
︑
逐
捕
す
る
を
言
う
は
︑
書
有
り
︒
輔
︑
微
辨
せ

ら
る
る
を
以
て
爢
を
賊
傷
し
︑
犯
す
所
無
⁝
⁝
︵
Ａ
面
︶

東
部
勸
農
賊
捕
掾
の
黃
遷
の
名
印
︒
正
月

日
︑
郵
人
︑
以
て
來
る
︒
史

白
し

て
開
く
︒
︵
Ｂ
面
︶

︻
現
代
語
譯
︼

永
初
元
年
︵
安
帝
︑
一
〇
七
年
︶
正
月
癸
酉
朔
廿
日
壬
辰
︑
東
部
勸
農
賊
捕
掾
の

遷
・
游
徼
の
尚
・
駟
朢
亭
長
の
范
が
叩
頭
死
罪
し
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
廷
書
に

﹁
男
子
の
呉
輔
が
弟
の
妻
の
爢
を
鬭
傷
し
︑
逃
亡
し
︑
追
跡
調
査
し
て
捕
ら
え
る

件
に
つ
い
て
︵
遷
ら
が
︶
報
告
し
て
き
た
こ
と
に
は
文
書
が
あ
る
︒
輔
は
わ
ず
か

に
と
が
め
ら
れ
た
こ
と
で
爢
を
賊
傷
し
︑
犯
行
は
不
屆
き
で
あ
る
⁝
⁝
﹂
と
あ
り

ま
し
た
︒
︵
Ａ
面
︶

東
部
勸
農
賊
捕
掾
の
黃
遷
の
名
印
︒
正
月

日
︑
郵
人
が
持
參
し
た
︒
史
の

が

申
し
上
げ
て
開
封
し
た
︒
︵
Ｂ
面
︶

︻
注
︼

(１
)
東
部
勸
農
賊
捕
掾
遷
・
游
徼
尚
・
駟
朢
亭
長
范
：
三
名
の
官
職
名
＋
諱
︒

﹁
勸
農
賊
捕
掾
﹂
は
︑﹁
賊
捕
掾
﹂
に
同
じ
︒
﹇
章
二
〇
二
三
﹈
參
照
︒
賊
を

捕
ら
え
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
屬
吏
︒
一
二
七
簡
︻
注
︼
(１
)
參
照
︒﹁
游

徼
﹂
は
︑
縣
に
屬
し
︑
見
回
り
や
盜
賊
の
取
り
締
ま
り
を
職
務
と
す
る
︒
一

二
八
簡
︻
注
︼
(１
)
參
照
︒﹁
亭
長
﹂
は
︑
亭
に
お
か
れ
︑
治
安
に
關
わ
る

吏
︒
三
簡
︻
注
︼
(３
)參
照
︒
す
べ
て
縣
の
吏
で
︑
治
安
に
關
わ
る
︒
賊
捕

掾
・
游
徼
・
亭
長
の
三
者
が
連
名
で
發
信
す
る
﹁
敢
言
之
﹂
文
書
と
し
て

は
︑﹃
叁
﹄
一
二
八
六
＋
九
九
六
︑﹃
肆
﹄
一
六
七
一
︑﹃
陸
﹄
二
一
七
二
等

が
あ
る
︒﹁
遷
﹂
は
︑
背
面
の
印
の
記
載
か
ら
﹁
黃
遷
﹂
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
賊
捕
掾
の
遷
は
︑﹃
叁
﹄
一
〇
〇
三
︑﹃
肆
﹄
一
二
七
六
︑﹃
肆
﹄
一

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
三
五
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六
二
四
︑﹃
陸
﹄
二
四
四
二
に
も
み
え
︑
特
に
﹃
陸
﹄
二
四
四
二
は
︑﹁
〼
勸

農
賊
捕
掾
黃
遷
・
游
徼
毛
尚
︑
及
□
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
本
簡
と
同
じ
く
游

徼
の
毛
尚
と
の
連
名
で
あ
る
︒
游
徼
の
﹁
尚
﹂
は
こ
の
他
︑﹃
叁
﹄
一
一
九

三
に
︑﹁
東
部
游
徼
毛
尚
﹂
と
み
え
る
︒
ま
た
駟
朢
亭
長
范
は
﹃
伍
﹄
一
九

二
七
に
︑
亭
長
の
熊
范
は
﹁
尚
﹂
と
連
名
で
﹃
捌
﹄
三
三
三
三
に
み
え
る
︒

(２
)叩
頭
死
罪
敢
言
之
：
上
行
文
書
の
發
信
︑
お
よ
び
書
き
止
め
に
用
い
ら
れ
る

文
言
︒
一
簡
︻
注
︼
(９
)
參
照
︒﹁
敢
言
之
﹂
の
下
に
一
・
二
文
字
分
程
度

の
空
白
を
の
こ
し
て
お
り
︑
意
圖
的
に
﹁
廷
﹂
を
行
頭
に
配
置
す
る
平
出
の

改
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
八
八
簡
︻
注
︼
(２
)・
一
一
八
簡
︻
所
見
︼・

一
二
八
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

(３
)
廷
書
：
縣
廷
か
ら
の
文
書
︒﹁
卅
一
年
六
月
壬
午
朔
庚
戌
︑
庫
武
敢
言
之
︒

廷
書
曰
︑
令
史
操
律
令
詣
廷
讎
︒
署
書
到
︑
吏
起
時
︒
有
追
︒
●
今
以
庚
戌

遣
佐
處
讎
︒
敢
言
之
﹂
︵
里
耶
秦
簡
八
-
一
七
三
︶
︑﹁
其
月
不
處
日
︑
廣
被
廷

書
︑
逐
捕
順
﹂
︵﹃
陸
﹄
二
一
八
九
︶
︒

(４
)
鬭
傷
：
た
が
い
に
爭
っ
て
相
手
を
傷
つ
け
る
︒﹁
鬭
﹂
は
︑
相
互
に
敵
意
を

も
っ
て
暴
力
を
ふ
る
う
︒
八
七
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒

(５
)逐
捕
：
追
跡
し
て
捕
ら
え
る
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(５
)參
照
︒

(６
)言
～
有
書
：
～
と
報
告
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
文
書
が
あ
る
︒
～
の
件

は
報
告
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
︒
過
去
の
報
告
書
を
引
用
し
︑
引
用
の
終

わ
り
ま
で
を
示
す
︒﹁
言
﹂
は
︑
報
告
す
る
︒
申
し
上
げ
る
︒
申
請
す
る
︒

一
二
九
簡
︻
注
︼
(２
)參
照
︒﹁
有
書
﹂
は
︑﹁
～
に
つ
い
て
は
文
書
に
記
し

て
い
る
︒
～
に
つ
い
て
の
由
︒
文
書
に
お
い
て
引
用
の
締
め
括
り
と
し
て
確

認
︑
強
調
を
し
め
す
常
套
句
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒
文
書
に
よ
る
報
告
・
連
絡

を
受
領
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
︑
續
く
指
示
命
令
を
導
く
根
據
と
な
っ
た

報
告
文
書
の
存
在
を
強
調
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
︒﹁
︵
朱
︶
博
口
占
檄
文
曰
︑

府
告
姑
幕
令
・
丞
︒
言
賊
發
不
得
︑
有
書
︒
檄
到
︑
令
・
丞
就
職
︑
游
徼
王

卿
力
有
餘
︑
如
律
令
﹂
︵﹃
漢
書
﹄
朱
博
傳
︶
︑﹁
廷
書
曰
︑
言
男
子
李
多
斫
傷

梁
生
︑
捕
得
︑
有
書
︒
書
到
︑
趣
考
實
辯
狀
﹂
︵﹃
柒
﹄
二
六
三
一
︶
︑﹁
臨
湘

言
︑
攸
右
尉
謝
栩
與
賊
捕
掾
黃
忠
等
︑
別
問
僦
趙
明
宅
者
完
城
旦
徒
孫
詩
︑

侄
立
︒
︵
略
︶
逐
捕
名
李
光
・
陳
常
等
︑
自
期
︑
有
書
﹂
︵﹃
選
釋
﹄
一
一
七

︵③

:285︶︶
︒
﹇
宮
宅
潔
二
〇
一
八
﹈
參
照
︒
本
簡
で
は
﹁
言
﹂
の
主
語
で
あ

る
過
去
の
報
告
文
書
の
報
告
者
名
が
み
え
な
い
︒
遷
等
の
報
告
を
引
用
し
て

お
り
︑
自
明
ゆ
え
に
省
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(７
)
微
辨
：
わ
ず
か
に
と
が
め
る
︒﹁
其
過
失
︑
可
微
辨
而
不
可
面
數
也
﹂
︵﹃
禮

記
﹄
儒
行
︶
︑﹁
考
實
有
書
︒
案
□
以
微
辨
賊
殺
〼
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
六
八
八
︶
︒

﹁
辨
﹂
は
︑
區
別
す
る
︒
た
だ
す
︒
﹁
樂
師
辨
乎
聲
詩
︵
注
︒
辨
猶
別
也
︑
正

也
︶
﹂
︵﹃
禮
記
﹄
樂
記
︶
︒

(８
)所
犯
無
：
用
例
か
ら
︑﹁
所
犯
無
狀
﹂
と
續
く
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
案
非
・
當

等
︑
所
犯
無
狀
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
七
七
四
＋
二
一
六
〇
＋
一
七
五
八
＋
二
一
九
一
︶
︒

﹁
無
狀
﹂
は
︑
不
屆
き
で
あ
る
︒
八
七
簡
︻
注
︼
(９
)︒

︻
所
見
︼

兩
行
簡
を
使
用
し
た
﹁
敢
言
之
﹂
上
行
文
書
册
書
の
冒
頭
簡
で
あ
る
︒
背
面
の

記
載
に
つ
い
て
は
︑
八
八
簡
參
照
︒

固
有
名
詞
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
關
聯
す
る
と
考
え
ら
れ
る
簡
に
︑
兩
行

簡
﹃
叁
﹄
一
〇
九
五
︑
君
教
木
牘
﹃
柒
﹄
二
六
四
七
が
あ
る
︒

二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
︵③

:
2
6
8
-
2
＋
2
9
1
-
4
6
＋②

:
1
2
5
︶

＊
二

三
一
＝
﹃
選
釋
﹄
二
〇

二
一
七
一

6.2
×

3.1cm
︑
五
七
八
〇

未
公
開
︑

二
三
一

11.8
×
3.1cm

木
質

︻
釋
文
︼

食
共
飮
食
盡
其
月
廿
七
日
宏
(１
)遣

本
(２
)迎
南
(３
)入
縣
(
４
)俱
止
寺

＝
＝
舍
(５
)其
月

不
處
(６
)日
脩
與
种
勤
牧
眞
傅
种

一
三
六
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赦
國
珍
紆
淩
寶
等
(７
)十
二
人
俱
撿
(８
)

錢
千
卅
二
令
達
(９
)於
市
市
牛
肉
廿

＝
＝
斤

𧰲
肉
(

)十
斤
䰼
(

)五
斤
復
從
石
(

)沽
(

)

10

11

12

13

︻
訓
讀
︼

⁝
⁝
食
︑
共
に
飮
食
し
て
盡
く
︒
其
月
廿
七
日
︑
宏
︑
本
を
遣
わ
し
て
南
を
迎
え

縣
に
入
れ
︑
俱
に
寺
舍
に
止
む
︒
其
の
月
不
處
日
︑
脩
︑
种
・
勤
・
牧
・
眞
・
傅

种
・
赦
・
國
・
珍
・
紆
・
淩
・
寶
等
と
十
二
人
︑
俱
に
錢
を
撿
︵
あ
つ
︶
む
る
こ

と
千
卅
二
︑
達
を
し
て
市
に
牛
肉
廿
斤
・
𧰲
肉
十
斤
・
䰼
五
斤
を
市
︵
か
︶
わ
し

む
︒
復
た
石
從
り
⁝
⁝
を
沽
︵
か
︶
い
⁝
⁝

︻
現
代
語
譯
︼

⁝
⁝
食
︑
と
も
に
飮
食
し
て
お
わ
り
ま
し
た
︒
同
月
の
二
十
七
日
︑
宏
は
本
を
遣

わ
し
て
南
を
迎
え
て
縣
に
入
ら
せ
寺
舍
に
と
ど
め
ま
し
た
︒
同
月
不
詳
の
日
︑
脩

は
种
・
勤
・
牧
・
眞
・
傅
种
・
赦
・
國
・
珍
・
紆
・
淩
・
寶
等
と
一
二
人
で
︑
一

緖
に
錢
を
出
し
合
う
こ
と
一
〇
三
二
錢
で
︑
達
を
市
で
牛
肉
二
〇
斤
・
豚
肉
一
〇

斤
・
䰼
五
斤
を
購
入
さ
せ
ま
し
た
︒
ま
た
石
か
ら
⁝
⁝
を
購
入
⁝
⁝

︻
注
︼

(１
)宏
：
左
倉
曹
史
の
朱
宏
の
こ
と
︒
こ
の
事
件
の
主
た
る
取
り
調
べ
對
象
者
︒

﹁
左
賊
︒
永
元
十
六
年
十
二
月
︑
左
倉
曹
史
朱
宏
・
劉
宮
︑
卒
張
石
︑
男
子

劉
得
本
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
五
〇
︶
︑﹁
從
掾
位
悝
言
︒
考
實
倉
曹
史
朱
宏
・
劉
宮
臧

罪
竟
解
書
︒
十
二
月
七
日
到
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
六
七
︶
︒

(２
)
本
：
鬼
薪
の
刑
徒
の
魯
本
の
こ
と
︒﹁
黃
達
・
番
建
・
鬼
新
魯
本
︑
節
訊
宏

妻
南
等
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
三
三
＋
三
三
四
︶
︒

(３
)
南
：
朱
宏
の
妻
の
南
の
こ
と
︒﹁
黃
達
・
番
建
・
鬼
新
魯
本
︑
節
訊
宏
妻
南

等
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
三
三
＋
三
三
四
︶
︒

(４
)縣
：
こ
こ
で
は
縣
の
官
衙
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
縣
城
内
を
指
す
場
合
も
あ

る
︒﹁
我
旦
日
暮
當
出
︒
明
日
暮
時
事
畢
︒
董
從
縣
出
歸
主
人
︑
蘇
到
舍
﹂

︵﹃
貳
﹄
四
〇
八
︶
︑﹁
今
月
十
五
日
︑
曉
復
詣
縣
自
言
﹂
︵﹃
肆
﹄
一
四
九
〇
︶
︑

﹁
漻
陽
鄕
民
多
解
止
橫
溪
︑
入
縣
輸
租
︑
或
夜
出
縣
歸
主
人
︒
恐
姦
猾
昏
夜

爲
非
法
︑
姦
情
難
知
﹂
︵﹃
伍
﹄
一
七
九
二
︶
︒

(５
)
寺
舍
：﹁
役
所
内
の
宿
舍
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
進
幸
汝
南
南
頓
縣
舍
︑
置
酒

會
︑
賜
吏
人
︑
復
南
頓
田
租
歲
︒
父
老
前
叩
頭
言
︑
皇
考
居
此
日
久
︑
陛
下

識
知
寺
舍
︵
李
賢
注
︒
風
俗
通
曰
︑
寺
︑
司
也
︒
諸
官
府
所
止
皆
曰
寺
︒
光
武
嘗

從
皇
考
至
南
頓
︑
故
識
知
官
府
舍
宇
︶
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
光
武
帝
紀
下
・
建
武
十
九

年
︶
︑﹁
脩
・
种
・
眞
等
曰
︑
持
少
禮
︑
賀
新
婦
入
寺
舍
也
﹂
︵
﹃
壹
﹄
三
〇

一
︶
︒

(６
)
不
處
：﹁
不
明
﹂﹁
不
詳
﹂﹁
某
﹂
の
意
味
︒
一
八
〇
七
＋
八
簡
︻
注
︼
(７
)

參
照
︒

(７
)脩
︑
與
种
・
勤
・
牧
・
眞
・
傅
种
・
赦
・
國
・
珍
・
紆
・
淩
・
寶
等
：
こ
の

事
件
の
關
係
者
で
︑
髠
鉗
と
完
城
旦
の
刑
徒
た
ち
︒
合
計
一
二
名
と
な
る
︒

﹃
壹
﹄
三
四
七
に
は
︑
本
簡
に
み
え
な
い
四
名
を
含
め
︑
一
六
名
が
姓
名
で

列
擧
さ
れ
る
︒﹁
輒
收
宏
及
史
劉
宮
︑
知
狀
廷
門
卒
張
石
︑
髠
鉗
徒
何
脩
・

王
种
・
李
牧
・
黃
勤
・
屈
赦
・
桓
眞
・
傅
种
・
侯
寶
・
廖
國
・
宋
珍
・
張

閏
・
哆
右
・
鄧
肜
・
袁
歆
︑
完
城
旦
徒
周
紆
・
徐
淩
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
四
七
︶
︒

﹇
楊
小
亮
二
〇
二
二
﹈
九
九
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
傅
种
﹂
の
み
姓
名
で

あ
る
の
は
︑﹁
王
种
﹂
と
區
別
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒

(８
)
撿
：
整
理
者
は
﹁
檢
﹂
と
釋
讀
し
て
い
た
が
︑
圖
版
︑
お
よ
び
關
聯
簡

﹁
脩
・
种
・
國
等
相
賦
撿
︑
沽
酒
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
六
一
︶
に
よ
り
改
め
た
︒﹁
撿
﹂

は
﹁
斂
﹂
で
︑﹁
あ
つ
め
る
︒
い
れ
る
﹂
︵﹃
漢
簡
語
彙
﹄︶
︒﹁
軍
中
分
財
物
不

均
︑
衆
恚
恨
︑
欲
反
攻
諸
劉
︒
光
武
斂
宗
人
所
得
物
︑
悉
以
與
之
︑
衆
乃

悅
﹂
︵﹃
後
漢
書
﹄
光
武
帝
紀
上
︶
︒

(９
)達
：
完
城
旦
の
黃
達
︒﹁
輒
收
宏
及
史
劉
宮
︵
略
︶
完
城
旦
徒
周
紆
︑
徐
淩
︑

黃
達
︑
番
建
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
四
七
・
三
三
三
＋
三
三
四
︶
︒
髠
鉗
徒
に
よ
っ
て
︑

完
城
旦
徒
の
黃
達
が
買
い
物
に
行
か
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
髠
鉗
徒
と
完
城
旦

長
沙
五
一
廣
場
東
漢
簡
牘
譯
注
稿

第
二
層
︵
一
三
三
～
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
)

一
三
七
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徒
と
で
は
︑
行
動
の
制
限
が
異
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
︒

(

)
𧰲
肉
：
豚
肉
︒﹃
壹
﹄
の
整
理
者
は
﹁
𧰲
﹂
を
﹁
豕
﹂
と
し
て
い
た
が
︑

10
﹃
陸
﹄
で
は
﹁
彖
﹂
と
釋
讀
す
る
︒
字
形
と
文
脈
か
ら
す
れ
ば
﹁
𧰲
﹂
で
あ

ろ
う
︒﹁
𧰲
﹂
は
︑
豕
︵
豚
︶
︒﹁
𧰲
︑
豕
也
﹂
︵﹃
説
文
解
字
﹄
彑
部
︶
︒

(

)
䰼
：
な
れ
ず
し
︒
一
三
七
簡
︻
注
︼
(

)參
照
︒

11

10

(

)
石
：
卒
の
張
石
の
こ
と
︒﹁
左
賊
︒
永
元
十
六
年
十
二
月
︑
左
倉
曹
史
朱

12

宏
・
劉
宮
︑
卒
張
石
︑
男
子
劉
得
本
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
五
〇
︶
︒

(

)
沽
：
酒
を
賣
買
す
る
︒﹁
沽
酒
市
脯
︑
不
食
︵
疏
︒
沽
︑
賣
也
︒
酒
不
自
作
︑

13

未
必
精
絜
︶
﹂
︵﹃
論
語
﹄
鄕
黨
︶
︑﹁
宏
・
石
糜
穀
作
酒
︑
宮
俱
飮
︑
宏
沽
得
錢

三
百
七
十
︑
石
得
錢
六
百
﹂
︵﹃
壹
﹄
三
七
九
︶
︒

︻
所
見
︼

『陸
﹄
に
お
い
て
綴
合
さ
れ
た
︒﹇
楊
小
亮
二
〇
二
二
﹈
九
五
～
一
一
〇
頁
は
︑

六
六
五
〇
簡
︑
三
四
七
簡
︑
三
三
三
＋
三
三
四
簡
︑
缺
︑
六
七
四
二
＋
五
九
三
八

＋
三
〇
九
一
簡
︑
二
一
七
一
＋
五
七
八
〇
＋
二
三
一
簡
︵
本
簡
︶
︑
三
〇
一
簡
︑

三
四
四
簡
︑
三
七
〇
簡
︑
六
八
二
二
簡
︑
缺
︑
三
六
六
簡
︑
缺
︑
三
七
八
簡
︑
三

六
一
簡
︑
三
七
九
簡
︑
三
六
五
簡
︑
缺
︑
三
六
七
簡
の
現
存
一
五
點
︑
缺
を
含
め

る
と
合
計
二
〇
點
か
ら
な
る
長
大
な
册
書
を
復
元
し
て
い
る
︒
連
續
す
る
簡
に
つ

い
て
は
︑
文
脈
上
無
理
が
な
く
︑
理
解
に
説
得
力
が
あ
る
が
︑
す
べ
て
が
單
一
の

册
書
を
構
成
し
て
い
た
か
否
か
は
判
斷
し
が
た
い
︒

(
附
記
)

硏
究
會
︵
二
〇
一
八
～
二
〇
二
四
年
度
︶
參
加
者
は
︑
靑
木
俊
介
︵
淸
泉
女
子
大

學
︶
・
靑
木
竜
一
︵
東
京
大
學
︶
・
安
部
聰
一
郞
︵
金
澤
大
學
︶
・
飯
田
祥
子
︵
古
代
學

協
會
︶
・
章
瀟
逸
︵
武
漢
大
學
︶
・
鈴
木
直
美
︵
明
治
大
學
︶
・
角
谷
常
子
︵
龍
谷
大

學
︶
・
髙
村
武
幸
︵
明
治
大
學
︶
・
藤
本
航
輔
︵
明
治
大
學
︶
・
宮
宅
潔
︵
京
都
大

學
︶
・
鷲
尾
祐
子
︵
立
命
館
大
學
︶
で
あ
る
︒

本
稿
は
JS
P
S
科
硏
費
19K
01027
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

い
い
だ

さ
ち
こ

︵
古
代
學
協
會
客
員
硏
究
員
)

し
ょ
う

し
ょ
う
い
つ
︵
武
漢
大
學
簡
帛
硏
究
セ
ン
タ
ー
Ｐ
Ｄ
硏
究
員
)

す
み
や

つ
ね
こ

︵
龍
谷
大
學
文
學
部
特
任
教
授
)

ふ
じ
も
と

こ
う
す
け

︵
明
治
大
學
大
學
院
博
士
後
期
課
程
退
學
)

わ
し
お

ゆ
う
こ

︵
本
學
文
學
部
非
常
勤
講
師
)

一
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